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慈覚大師円仁入唐求法の成果

　
　
序
　
言

日
本
天
台
宗
第
三
世
座
主
の
慈
覚
大
師
円
仁
（
七
九
四
─
八
六
四
）
は
、
承
和

五
年
（
八
三
八
）
に
入
唐
し
、
揚
州
・
赤
山
・
五
台
山
・
長
安
で
の
求
法
を
経
て

承
和
一
四
年
（
八
四
七
）
九
月
に
帰
国
を
果
た
し
て
い
る
。
九
年
三
か
月
に
及
ぶ

入
唐
の
間
、
円
仁
の
総
目
録
で
あ
る
『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』（
以
下
『
新
求
目

録
』
と
省
略
）
に
よ
る
と
、
五
八
四
部
八
〇
二
巻
の
聖
教
類
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

将
来
目
録
及
び
円
仁
の
世
界
的
に
著
名
な
旅
行
記
で
あ
る
『
入
唐
求
法
巡
礼
行

記
』（
以
下
『
巡
礼
記
』）
に
よ
る
と
、
揚
州
で
は
悉
曇
及
び
真
言
密
教
を
学
び
、

赤
山
で
は
新
羅
式
の
講
経
儀
式
を
見
聞
し
て
お
り
、
五
台
山
で
は
五
会
念
仏
を
伝

承
し
、
長
安
で
は
真
言
密
教
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
多
岐
に
わ
た
る
求
法

の
成
果
は
、
日
本
天
台
宗
の
発
展
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
巡
礼
記
』
及
び
円
仁
帰
国
後
の
諸
活
動
と
を
関
連
づ
け
て
考
察
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
円
仁
入
唐
求
法
の
日
本
天
台
宗
へ
の
影
響
と
成
果
を
よ
り
明
確
化
し
て
い

く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
円
仁
の
入
唐
求
法
及
び
教
学
に
関

す
る
考
察
は
多
数
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
上
述
の
点
に
つ
い
て
は
十
分
考
察
が

行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
三
千
院
本
な
ら
び
に
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
及
び

『
日
本
三
代
実
録
』
な
ど
の
諸
史
料
か
ら
、
帰
国
直
後
で
あ
る
承
和
一
五
年
（
嘉

祥
元
年
・
八
四
八
）
以
後
の
円
仁
の
活
動
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
と
関
連
す
る
と
考

え
ら
れ
る
在
唐
中
の
出
来
事
を
『
巡
礼
記
』
か
ら
抜
き
出
し
、『
新
求
目
録
』
を

用
い
て
そ
れ
に
関
連
す
る
将
来
物
に
も
着
目
し
、
入
唐
求
法
の
成
果
と
影
響
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
『
巡
礼
記
』
の
原
文
を
小
野
勝
年
氏
に
よ
る
『
入
唐
求
法
巡

礼
行
記
の
研
究
』
四
巻
（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
四
│
一
九
六
九
年
）
に
依
拠

し
、
原
文
引
用
の
下
に
は
巻
数
と
頁
数
を
括
弧
内
に
「
小
野
、
巻
数
、
頁
数
」
と

し
て
表
示
し
た
。
ま
た
、
円
仁
将
来
物
の
名
称
は
、
拙
稿
「
慈
覚
大
師
円
仁
『
入

唐
新
求
聖
教
目
録
』」（『
史
窓
』
第
七
四
号
、
二
〇
一
七
年
）
で
行
っ
た
校
訂
に

基
づ
い
て
い
る
。

一　

比
叡
山
諸
法
儀
の
始
修
と
整
備

⑴　

法
華
懺
法
の
改
伝

入
唐
求
法
を
終
え
て
承
和
一
四
年
（
八
四
七
）
九
月
一
八
日
太
宰
府
鴻
臚
館
に

到
り
（『
巡
礼
記
』
大
中
元
年
九
月
一
八
日
条
）、
翌
承
和
一
五
年
（
嘉
祥
元
年
、

八
四
八
）
三
月
二
六
日
に
帰
京
し
た
円
仁
は
、
寛
平
入
道
親
王
真
寂
（
八
八
六
─

慈
覚
大
師
円
仁
入
唐
求
法
の
成
果

─
比
叡
山
仏
教
の
確
立
を
期
し
て

─

小　

南　
　

妙　

覚
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史　　　窓

九
二
七
）
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、「
嘉
祥
元
年
春
、
奉
レ　

詔
入
京
。

（
中
略
）
大
師
於
レ

是
始
改
二│

伝
法
華
懺
法
一

。
先
師
昔
伝
二

其
大
綱
一

。
大
師
今
弘
二

此
精
要
一

。」（
天
台
宗
典
編
纂
所
編
『
続
天
台
宗
全
書
』〔
以
下
『
続
天
全
』〕
史

伝
部
二
、
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
、
六
七
頁
上
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
祥
元

年
（
八
四
八
）
円
仁
は
法
華
懺
法
を
改
伝
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
師
で
あ
る
伝

教
大
師
最
澄
（
七
六
六
│
八
二
二
）
が
唐
よ
り
伝
え
た
法
華
懺
法
の
大
綱
に
つ
い

て
、
円
仁
が
さ
ら
に
精
要
を
弘
め
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
承
澄
（
一
二
〇
五
─
一
二
八
二
）
撰
『
阿
娑
縛
抄
』「
諸
寺
縁
起
」
下
に
は
、

「
嘉
祥
元
年
春
、
慈
覚
大
師
伝
二

半
行
半
坐
三
昧
行
法
一

。
毎
二

四
季
終
一

、
期
二

三
七

日
一

、
建
二

普
賢
道
場
一

、
懺
二

六
根
罪
障
一

、
永
期
二

未
来
際
一

。
法
華
三
昧
、
爾
来

数
百
歳
、
酌
二

遣
流
一

而
不
レ

絶
矣
。」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
鈴
木
学
術
財
団
、
一

九
七
一
年
〔
以
下
『
日
仏
全
』〕
第
六
〇
、
二
七
五
頁
上
）
と
あ
り
、
嘉
祥
元
年

の
春
に
円
仁
が
半
行
半
坐
三
昧
（
法
華
三
昧
）
の
行
法
を
伝
え
、
四
季
ご
と
に
二

一
日
間
普
賢
道
場
に
て
六
根
の
罪
障
を
懺
悔
す
る
法
華
三
昧
を
始
め
て
以
来
、
数

百
年
に
及
ん
で
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
華
懺
法
の
改
伝
に
つ
い
て
具
体
的
な
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

『
巡
礼
記
』
に
お
い
て
関
連
す
る
記
述
を
見
て
み
る
と
、
開
成
四
年
（
八
三
九
）

一
一
月
一
六
日
、
揚
州
で
の
求
法
を
終
え
た
後
に
滞
在
し
て
い
た
赤
山
法
華
院
に

て
以
下
の
よ
う
な
儀
式
を
見
聞
し
て
い
る
。「
山
院
起
首
講
二

法
華
経
一

、
限
二

来
年

正
月
十
五
日
一

為
二

其
期
一

。
十
方
衆
僧
及
有
縁
施
主
皆
来
会
見
。
就
レ

中
聖
琳
和
尚

是
講
経
法
主
。
更
有
二

論
義
二
人
一

、
僧
頓
証
・
僧
常
寂
。
男
女
道
俗
同
集
二

院
裏
一

。

白
日
聴
講
、
夜
頭
礼
懺
聴
レ

経
及
二

次
第
一

。
僧
等
其
数
四
十
来
也
。
其
講
経
礼
懺
、

皆
依
二

新
羅
風
俗
一

。
但
黄
昏
寅
朝
二
時
礼
懺
且
依
二

唐
風
一

。
自
余
並
依
二

新
羅
語

音
一

。
其
集
会
道
俗
老
少
尊
卑
、
惣
是
新
羅
人
。
但
三
僧
及
行
者
一
人
、
日
本
国

人
耳
。」（
小
野
二
、
一
三
八
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
日
よ
り
山
院
（
赤
山
法
華
院
）

に
て
昼
間
に
『
法
華
経
』
の
講
義
が
行
わ
れ
、
夜
に
は
礼
懺
・
読
経
は
次
第
に
及

び
、
そ
の
講
経
と
礼
懺
は
新
羅
の
風
俗
に
依
っ
た
と
あ
る
。
礼
懺
と
は
礼
仏
懺
悔

の
略
で
、
こ
の
赤
山
法
華
院
で
は
『
法
華
経
』
に
依
る
懺
悔
、
す
な
わ
ち
法
華
三

昧
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
巡
礼
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
赤
山
法
華
院
は

新
羅
の
清
海
鎮
大
使
で
あ
っ
た
張
宝
高
（
│
八
四
一
）
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
新

羅
寺
院
で
あ
り
（
開
成
四
年
六
月
七
日
条
「
赤
山
法
花
院
、
本
張
宝
高
初
所
レ

建

也
。」）、『
巡
礼
記
』
に
は
こ
の
赤
山
法
華
院
に
住
む
新
羅
僧
の
記
事
や
行
事
が
詳

し
く
記
述
さ
れ
て
お
り
、
新
羅
と
の
関
わ
り
が
深
い
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
こ
の
日
行
わ
れ
た
礼
懺
も
黄
昏
・
寅
の
刻
の
二
時
に
行
わ
れ
た
唐
風
の
礼
懺

以
外
は
新
羅
の
風
俗
及
び
言
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
参
加
し
た
道
俗
は
円
仁
及

び
弟
子
僧
二
人
・
行
者
以
外
は
新
羅
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

新
羅
風
の
要
素
が
強
い
儀
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同
月
二
二
日
、

円
仁
は
こ
の
院
に
お
い
て
赤
山
院
講
経
儀
式
を
見
聞
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
一
僧

唱
二

處
世
界
如
虚
空
偈
一

。
音
声
頗
似
二

本
国
一

。」（
小
野
二
、
一
四
三
頁
）
と
書
き

留
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
儀
式
中
の
最
中
に
一
人
の
僧
侶
が

唱
え
た
「
處
世
界
如
虚
空
偈
」
の
発
音
が
当
時
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
頗

る
似
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
行
の
『
台
宗
課
誦
）
1
（

』
に
見
え

る
天
台
宗
の
勤
行
儀
に
お
け
る
法
華
懺
法
の
後
唄
に
漢
音
で
「
處
世
界
如
虚
空 

如
蓮
華
不
著
水 

心
清
浄
超
於
彼 

稽
首
礼
無
上
尊
）
2
（

」
と
あ
る
文
に
相
当
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
例
懺
の
読
音
は
、
ほ
ぼ
漢
音
で
あ
る
も
の
の
新
羅
音
が

混
じ
っ
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
3
（

。
円
仁
が
こ
の
時
見
聞
し
た
礼
懺
が

法
華
懺
法
の
改
伝
に
当
た
っ
て
、
ど
の
程
度
影
響
し
て
い
る
か
は
現
在
の
と
こ
ろ

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
行
の
「
法
華
懺
法
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
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根
・
四
悔
が
六
根
段
と
四
悔
に
、
⑧
行
道
と
⑨
誦
経
が
十
方
念
仏
と
経
段
に
そ
れ

ぞ
れ
対
応
で
き
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
天
台
大
師
の
法

華
三
昧
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
華
懺
法
に
見
ら
れ
る

総
礼
伽
陀
、
後
唄
、
三
礼
、
七
仏
通
戒
偈
、
六
時
偈
、
神
分
霊
分
祈
願
、
九
条
錫

杖
、
回
向
伽
陀
の
部
分
は
円
仁
の
改
伝
に
よ
り
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。                                    

こ
こ
で
、
五
台
山
滞
在
中
に
見
聞
し
た
法
華
三
昧
に
関
す
る
『
巡
礼
記
』
の
記

述
を
見
て
お
き
た
い
。
開
成
四
年
（
八
三
九
）
七
月
二
三
日
の
早
朝
、
遣
唐
使
一

行
と
別
れ
大
陸
残
留
が
成
功
し
た
円
仁
は
、
赤
山
法
華
院
に
て
「
聞
噵
、
向
レ

北

巡
礼
有
二

五
臺
山
一

。
去
レ

此
二
千
余
里
、
計
南
遠
北
近
。
又
聞
有
二

天
台
宗
和
尚
法

号
志
遠
・
文
鑑
座
主
一

、
兼
天
台
玄
素
座
主
之
弟
子
。
今
在
二

五
臺
山
一

修
二

法
花
三

昧
一

、
伝
二

天
台
教
迹
一

。（
中
略
）
語
話
之
次
、
常
聞
二

臺
山
聖
跡
一

、
甚
有
二

奇
特
一

、

深
喜
レ

近
二

於
聖
境
一

。
暫
休
下

向
二

天
台
一

之
議
上

、
更
発
下

入
二

五
臺
一

之
意
上

。
仍
改
二

先
意
一

、
便
擬
三

山
院
過
レ

冬
、
到
レ

春
遊
行
、
巡
二│

礼
臺
山
一

。」（
小
野
二
、
七
一
│

七
二
頁
）
す
な
わ
ち
赤
山
か
ら
北
へ
二
千
里
向
か
っ
た
地
に
五
台
山
が
あ
り
、
志

遠
（
七
六
八
│
八
四
四
）・
文
鑑
（
生
没
年
不
詳
）
座
主
が
法
華
三
昧
を
修
し
天

台
教
学
を
伝
え
て
い
る
聖
跡
で
あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

従
来
の
天
台
山
求
法
の
計
画
を
変
更
し
、
赤
山
で
越
冬
し
た
後
に
五
台
山
に
向

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
台
山
滞
在
中
の
開
成
四
年
七
月
二
三
日
条
に
は
、

大
華
厳
寺
の
志
遠
座
主
が
六
時
の
礼
懺
す
な
わ
ち
法
華
三
昧
を
欠
か
さ
ず
、
一
心

三
観
を
そ
の
心
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
小
野
二
、
七
一
頁
）。

こ
の
法
華
三
昧
と
は
、『
摩
訶
止
観
』
巻
二
に
「
常
坐
三
昧
、
常
行
三
昧
、
半

行
半
坐
三
昧
、
非
行
非
坐
三
昧
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』〔
以
下
『
大
正
蔵
』
と

省
略
〕
四
六
巻
、
一
一
ａ
│
一
四
ｃ
）
と
あ
る
う
ち
の
半
行
半
坐
三
昧
を
指
す
が
、

間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、
現
行
の
「
法
華
懺
法
」
と
最
澄
が
唐
よ
り
伝
え
た

と
さ
れ
る
天
台
大
師
智
顗
（
五
三
八
│
五
九
七
）
の
「
法
華
三
昧
行
法
」
と
の
関

連
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
法
華
三
昧
行
法
〕　　
　
　
〔
現
行
の
法
華
懺
法
〕

①
厳
浄
道
場　
　
　
　
　
　

総
礼
伽
陀

②
浄
身　
　
　
　
　
　
　
　

総
礼
三
宝

③
三
業
供
養　
　
　
　
　
　

供
養
文

④
請
三
宝　
　
　
　
　
　
　

歎
仏
咒
願

⑤
讃
歎
三
宝　
　
　
　
　
　

敬
礼
段

⑥
礼
仏　
　
　
　
　
　
　
　

六
根
段

⑦
懺
悔
六
根
・
四
悔　
　
　

四
悔

⑧
行
道　
　
　
　
　
　
　
　

十
方
念
仏

⑨
誦
経　
　
　
　
　
　
　
　

経
段
（
安
楽
行
品
身
安
楽
行
）

⑩
坐
禅
正
観　
　
　
　
　
　

十
方
念
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
唄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
仏
通
戒
偈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
時
偈
（ 

後
夜
・
晨
朝
・
日
中
・
黄
昏
・
初
夜
・

半
夜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
分
霊
分
祈
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
条
錫
杖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

回
向
伽
陀

以
上
の
よ
う
に
法
華
三
昧
行
法
の
③
三
業
供
養
が
現
行
法
華
懺
法
の
総
礼
三
宝

と
供
養
文
に
、
⑤
讃
歎
三
宝
が
歎
仏
咒
願
に
、
⑥
礼
仏
が
敬
礼
段
に
、
⑦
懺
悔
六
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そ
れ
は
天
台
大
師
が
修
学
時
代
に
光
州
大
蘇
山
で
南
岳
慧
思
禅
師
よ
り
法
華
三
昧

の
行
法
を
授
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
れ
は
、『
法
華
経
』
安
楽
行
品
第
一

四
、
な
ら
び
に
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
八
及
び
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
基
づ

い
て
天
台
大
師
が
著
し
た
『
法
華
三
昧
懺
儀
』（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
九
四
九
ａ

│
九
五
五
ｃ
）
に
示
さ
れ
た
行
法
で
あ
り
、
二
一
日
間
毎
日
晨
朝
・
日
中
・
日

没
・
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
の
六
時
に
十
の
行
法
を
行
う
天
台
止
観
の
修
行
法
で
あ

る
。
比
叡
山
に
は
最
澄
が
台
州
や
天
台
山
よ
り
こ
の
行
法
を
相
伝
し
、
前
述
の
如

く
円
仁
が
帰
国
後
、「
法
華
懺
法
」
と
し
て
改
伝
し
た
と
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大

師
伝
』（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
六
七
頁
上
）
に
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
五
台
の
諸
処
で
天
台
の
法
華
三
昧
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、

開
成
五
年
（
八
四
〇
）
五
月
二
一
日
の
条
に
、
五
台
山
の
北
谷
に
お
い
て
「
曾
有
二

一
僧
一

。
依
二

天
台
智
者
法
花
三
昧
行
法
一

礼
懺
、
得
レ

見
二

普
賢
菩
薩
及
多
宝
塔
一

之

処
。」（
小
野
三
、
四
八
頁
）
と
あ
り
、
か
つ
て
一
人
の
僧
侶
が
法
華
三
昧
に
よ
っ

て
礼
懺
を
行
い
、
普
賢
菩
薩
と
多
宝
塔
を
感
得
し
た
場
所
を
訪
れ
て
い
る
。
円
仁

は
揚
州
に
て
『
法
華
霊
験
伝
』
二
巻
（『
慈
覚
大
師
在
唐
送
進
録
』
で
は
『
清
涼

山
宋
谷
法
師
求
法
花
三
昧
霊
験
伝
』）
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
物
は
五

月
二
一
日
条
に
見
え
る
宋
谷
の
「
一
僧
」
が
行
法
に
よ
っ
て
得
た
霊
験
が
記
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
開
成
四
年
七
月
二
三
日
条
に
お
い
て
も
、「
北
臺
在
二

宋

谷
蘭
若
一

。
先
修
二

法
花
三
昧
一

、
得
道
。
近
代
有
二

進
禅
師
一

、
楚
州
龍
興
寺
僧
也
。

持
二

涅
槃
経
一
千
部
一

入
二

臺
山
一

、
志
遠
禅
師
辺
受
二

法
花
三
昧
一

、
入
二

道
場
一

求
二

普
賢
一

、
在
レ

院
行
道
、
得
レ

見
二

大
聖
一

。」（
小
野
二
、
七
一
│
七
二
頁
）
と
あ
り
、

五
台
山
の
北
台
に
住
し
て
い
た
進
禅
師
が
法
華
三
昧
を
志
遠
禅
師
よ
り
受
け
、
普

賢
菩
薩
を
求
め
て
行
を
修
し
て
い
た
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。

ま
た
、
七
月
四
日
に
大
暦
法
花
寺
（
仏
光
寺
の
東
方
二
五
里
、
清
涼
嶺
頸
部
の

谿
谷
）
に
到
っ
た
円
仁
は
、
神
通
和
尚
の
影
像
を
拝
見
し
て
「
依
二

天
台
法
花
三

昧
行
法
一

修
行
、
長
念
二

法
花
経
一

。」（
小
野
三
、
一
四
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
の
寺
院
に
お
い
て
も
天
台
の
法
華
三
昧
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
以

上
の
よ
う
に
円
仁
は
、
赤
山
法
華
院
の
み
な
ら
ず
五
台
山
の
諸
処
や
大
暦
法
花
寺

な
ど
に
お
い
て
も
、
法
華
三
昧
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
聞
し
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
儀
式
作
法
や
次
第
を
参
考
と
し
つ
つ
、
帰
国
後
比
叡
山
で
の
『
法
華
懺
法
』

改
伝
に
及
ん
だ
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
他
法
華
三
昧
に
関
す
る
将

来
物
に
は
、
揚
州
に
て
求
得
し
た
『
法
華
三
昧
修
証
決
』
一
巻
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
天
台
大
師
智
顗
が
著
し
た
『
法
華
三
昧
懺
儀
』
に
基

づ
い
て
書
か
れ
た
書
物
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

不
断
念
仏
の
始
修

次
に
、
仁
寿
元
年
（
八
五
一
）
に
行
っ
た
念
仏
三
昧
の
始
修
は
、
中
国
五
台
山

で
の
伝
承
を
比
叡
山
に
伝
え
た
出
来
事
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
は
、「
仁
寿
元
年
移
二

五
臺
山
念
仏
三
昧
之
法
一

。

伝
二│

授
諸
弟
子
等
一

、
始
二│

修
常
行
三
昧
一

。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
六
八
頁
下
）

と
あ
り
、
五
台
山
念
仏
三
昧
の
法
を
諸
弟
子
に
授
け
、
常
行
三
昧
を
始
修
し
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
円
仁
相
伝
の
五
台
山
の
念
仏
三
昧
の

法
は
「
常
行
三
昧
」
と
あ
る
が
、
慶
滋
保
胤
（
九
三
一
？
│
一
〇
〇
二
）
撰
の

『
日
本
往
生
極
楽
記
』（
九
八
五
│
九
八
七
成
立
、『
日
仏
全
』
第
六
八
、
一
八
五

頁
上
│
一
九
一
頁
中
）
の
円
仁
伝
の
中
で
は
、「
承
和
十
四
年
帰
朝
。
弥
陀
念
仏
、

法
花
懺
法
、
潅
頂
、
舎
利
会
等
、
大
師
所
レ

伝
也
。」（『
日
仏
全
』
第
六
八
、
一
八

七
頁
上
）
と
記
さ
れ
、「
弥
陀
念
仏
」
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
寛
平
入
道
撰
『
慈

覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
円
仁
遷
化
の
翌
年
の
記
述
と
し
て
「（
貞
観
）
七
年
八
月

十
一
日
、
初
二│

行
大
師
本
願
不
断
念
仏
一

。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
七
三
頁
上
）
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と
あ
り
、
さ
ら
に
源
為
憲
（
九
四
一
│
一
〇
一
一
）
撰
『
三
宝
絵
詞
』（
永
観
二

年
（
九
八
四
）
成
立
）
の
「
叡
山
不
断
念
仏
」
の
項
に
は
「
念
仏
は
慈
覚
大
師
の

も
ろ
こ
し
よ
り
伝
て
、
貞
観
七
年
よ
り
始
行
へ
る
な
り
。
四
種
三
昧
の
中
に
は
常

行
三
昧
と
な
づ
く
。
仲
秋
の
風
す
す
し
き
時
、
中
旬
の
月
明
な
る
ほ
ど
、
十
一
日

の
暁
よ
り
十
七
日
の
夜
に
い
た
る
ま
で
不
断
に
令
レ

行
な
り
。
身
は
常
に
仏
を
廻

る
。
身
の
罪
こ
と
ゝ
と
く
う
せ
ぬ
ら
む
。
口
に
は
常
に
経
を
唱
ふ
。
口
の
と
が
皆

き
え
ぬ
ら
む
。
心
は
常
に
仏
を
念
ず
。
心
の
あ
や
ま
ち
す
べ
て
き
え
ぬ
ら
む
。」

（『
日
仏
全
』
第
九
〇
、
二
七
〇
頁
下
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
円

仁
遷
化
の
翌
年
の
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
に
修
さ
れ
た
不
断
念
仏
の
始
行
に
つ
い

て
は
『
慈
覚
大
師
伝
』
と
一
致
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
念
仏
は
、
四
種
三
昧
の

中
に
は
常
行
三
昧
と
い
い
、
期
間
は
八
月
一
一
日
よ
り
一
七
日
ま
で
の
七
日
間
の

行
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
三
宝
絵
詞
』
な
ら
び
に
『
慈
覚
大
師
伝
』

と
も
「
不
断
念
仏
」
と
称
し
て
い
る
。『
阿
娑
縛
抄
』
第
二
〇
七
「
胎
曼
釈
上
」

の
項
に
お
い
て
は
「
例
時
者
法
道
）
4
（

和
尚
守
二

極
楽
水
鳥
樹
林
法
音
一

。
慈
覚
大
師
又

伝
レ

之
。
仍
為
二

毎
日
朝
暮
勤
行
一

、
為
二

滅
罪
生
善
之
方
法
一

。」（『
日
仏
全
』
第
六

〇
、
二
九
一
頁
下
）
と
あ
り
、
円
仁
の
伝
え
た
法
照
の
五
会
念
仏
は
「
例
時
）
5
（

」
と

称
し
、
朝
暮
の
勤
行
に
修
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
現
在
『
台
宗
課

誦
』
で
「
例
時
作
法
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
円
仁
が
五
台
山
よ
り
伝
え
た
法
門
は
、
比
叡
山
で
は
「
常
行
三

昧
」、「
弥
陀
念
仏
」、「
不
断
念
仏
」、「
例
時
」
な
ど
の
種
々
の
名
で
呼
ば
れ
、
伝

承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

円
仁
が
大
唐
国
で
見
聞
伝
承
し
た
五
台
山
念
仏
三
昧
に
つ
い
て
は
、『
巡
礼
記
』

開
成
五
年
五
月
五
日
、
竹
林
寺
斎
礼
仏
式
（
無
遮
会
）
に
参
加
す
る
中
で
、「
僧

法
師
与
二

諸
僧
一

同
音
唱
讃
了
。
便
打
二

蠡
鈸
一

、
同
音
念
二

阿
弥
陀
仏
一

、
便
休
。
次

尼
衆
替
レ

僧
且
如
レ

前
。
如
レ

是
相
替
讃
二

歎
仏
一

、
直
到
二

半
夜
一

。
事
畢
倶
出
二

道
場
一

帰
散
。」（
小
野
二
、
四
四
二
頁
）
と
竹
林
寺
の
僧
侶
が
同
音
で
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、

次
に
尼
衆
が
交
替
し
て
同
様
に
行
い
、
仏
を
讃
嘆
す
る
こ
と
夜
中
に
及
ん
だ
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
八
月
二
〇
日
に
滞
在
を
始

め
た
長
安
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
五
会
念
仏
の
見
聞
が
見
ら
れ
る
。『
巡
礼
記
』
開

成
六
年
（
八
四
一
）
二
月
八
日
条
に
、「
又
勅
令
下

章
敬
寺
鏡
霜
法
師
、
於
二

諸
寺
一

、

伝
中

阿
弥
陀
浄
土
念
仏
教
上

。
廿
三
日
起
首
至
二

廿
五
日
一

、
於
二

此
資
聖
寺
一

伝
二

念

仏
教
一

。
又
巡
二

諸
寺
一

、
毎
レ

寺
三
日
、
毎
月
巡
輪
不
レ

絶
。」（
小
野
三
、
三
五
一

頁
）
と
あ
り
、
こ
の
日
勅
が
下
さ
れ
、
章
敬
寺
の
鏡
霜
法
師
が
諸
寺
院
に
お
い
て

阿
弥
陀
浄
土
念
仏
教
を
伝
え
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
鏡
霜
は
、

五
台
山
竹
林
寺
を
創
建
し
五
会
念
仏
を
創
始
し
た
法
照
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

『
巡
礼
記
』
に
「
阿
弥
陀
浄
土
念
仏
教
」
と
あ
る
の
は
、
法
照
創
始
の
五
会
念
仏

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
五
台
山
の
み
な
ら
ず
、
長
安
に
お
い
て
も
五
会
念

仏
を
見
聞
し
、
あ
る
い
は
伝
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
円
仁
見
聞
の
五
会
念
仏
に
つ
い
て
は
、
円
仁
将
来
の
法
照
述
『
浄
土
五

会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』
一
巻
に
よ
る
と
、「
問
曰
、
五
会
念
仏
出
レ

在
二

何
文
一

。
答

曰
、
大
無
量
寿
経
云
、（
中
略
）
清
風
時
発
二│

出
五
会
音
声
一

。
微
妙
宮
商
自
然
相

和
、
皆
悉
念
レ

仏
念
レ

法
念
レ

僧
。
其
聞
レ

音
者
得
二

深
法
忍
一

、
住
二

不
退
転
一

至
レ

成
二

仏
道
一

。（
中
略
）
此
五
会
念
仏
声
、
勢
点
二

大
盡
一

、
長
者
即
是
緩
念
、
点
二

小
漸

短
一

者
、
即
是
漸
急
念
、
須
レ

会
二

此
意
一

。
第
一
会
平
声
緩
念 

南
無
阿
弥
陀
仏
。

第
二
会
平
上
声
緩
念 

南
無
阿
弥
陀
仏
。
第
三
会
非
緩
非
急
念 

南
無
阿
弥
陀
仏
。

第
四
会
漸
急
念 
南
無
阿
弥
陀
仏
。
第
五
会
四
字
転
急
念 

阿
弥
陀
仏
。
五
会
念
仏

竟
即
誦
二

宝
鳥
諸
雑
讃
一

。」（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
四
七
六
ａ
│
ｃ
）
と
あ
り
、

五
会
念
仏
の
方
法
が
『
大
無
量
寿
経
』
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
第
一
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回
目
は
緩
や
か
に
念
仏
し
、
第
二
回
目
は
声
を
高
く
し
、
緩
や
か
な
調
子
を
つ
け
、

第
三
回
目
は
緩
で
も
な
く
急
で
も
な
く
唱
え
、
第
四
回
目
は
次
第
に
速
く
唱
え
、

第
五
回
目
は
阿
弥
陀
仏
の
四
字
を
急
速
で
唱
え
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
6
（

。

『
前
唐
院
第
一
御
厨
子
宝
物
目
録
』
に
は
「
象
牙
笛
一
管 

右
五
臺
山
法
道
和
尚

入
定
詣
二

極
楽
世
界
一

、
水
鳥
樹
林
所
レ

唱
七
五
三
等
之
妙
曲
、
伝
二

五
台
山
一

。
大

師
即
於
二

大
聖
竹
林
寺
一

、
一
夏
九
旬
間
、
以
二

此
笛
一

吹
二│

伝
件
曲
一

、
移
二

叡
山
一

也
）
7
（

。」
と
あ
り
、
将
来
目
録
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
円
仁
は
象
牙
笛
を
も

た
ら
し
て
お
り
、
こ
れ
を
比
叡
山
東
塔
の
前
唐
院
に
安
置
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
円
仁
門
下
の
五
大
院
安
然
（
八
四
一
│
九
〇
二
│
）
著
『
金
剛
界
大
法
対
受

記
）
8
（

』
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
法
照
和
尚
が
極
楽
世
界
に
詣
で
た
際
に
聞
い
た

水
鳥
樹
林
が
唱
え
る
七
五
三
等
の
妙
曲
が
五
台
山
に
伝
来
し
、
円
仁
は
こ
の
象
牙

笛
を
も
っ
て
件
の
音
曲
を
吹
き
伝
え
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
長
安
よ
り
将
来
の
浄
土
教
に
関
す
る
典
籍
と
し
て
、『
新
求
目
録
』
に

は
『
安
楽
集
』
一
巻 

沙
門
道
綽
撰
、『
浄
土
法
事
讃
』
二
巻 
善
導
和
尚
撰
、『
念

仏
讃
』
一
巻 

章
敬
寺
弘
素
述
が
あ
る
。

⑶　

潅
頂
の
始
修
及
び
菩
薩
戒
の
伝
授

帰
国
後
の
円
仁
の
諸
活
動
に
お
い
て
特
に
顕
著
な
業
績
の
一
つ
と
し
て
、
密
教

の
潅
頂
を
盛
ん
に
行
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
嘉
祥
元
年

（
八
四
八
）
に
朝
廷
よ
り
潅
頂
の
許
可
が
下
っ
て
い
る
。

三
千
院
本
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、
円
仁
が
比
叡
山
に
帰
っ
た
直
後
の
様

子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
閣
衆
雲
集
。
瞻
二│

仰
礼
三│

拝
新

来
諸
尊
曼
荼
羅
楨
一

、
幷
以
恭
二│

敬
頂
三│

戴
大
教
諸
儀
軌
等
一

。
其
後
山
衆
欽
二│

仰
秘

教
一

、
欲
レ

受
二

潅
頂
一

、
不
レ

得
二

事
休
一

。
聞
二│

奏 

内
裏
一

。
而
請
下

奉
二│

為 

国
家
一

、

修
二

潅
頂
雅
事
一

、
弘
中

秘
密
大
教
上

。
其
聞
奏
文
具
如
レ

別
也
。 

陛
下
有
レ

感
。」

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
五
二
頁
上
）
と
あ
り
、
円
仁
の
帰
山
を
喜
ん
だ
比
叡
山

の
僧
侶
ら
が
曼
荼
羅
及
び
密
教
の
諸
儀
軌
を
瞻
仰
し
礼
拝
し
て
い
る
。
そ
の
後
潅

頂
を
修
し
て
国
家
の
た
め
に
密
教
を
弘
め
る
こ
と
を
願
い
聞
奏
し
、
嘉
祥
元
年
六

月
一
五
日
に
「
太
政
官
牒
延
暦
寺 

応
レ

修
二

潅
頂
一

事
」
す
な
わ
ち
延
暦
寺
に
潅
頂

を
修
す
べ
き
の
太
政
官
牒
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
太
政
官
牒
に
は
円
仁
の
上
奏

文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
円
仁
は
唐
で
受
け
た
潅
頂
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

同
（
開
成
五
）
年
十
月
九
日
、
始
於
二

大
興
善
寺
勅
翻
経
潅
頂
院
、
不
空
三

蔵
第
三
弟
子
元
政
阿
闍
梨
辺
一

、
受
二

潅
頂
一

。
学
二

金
剛
界
大
法
幷
諸
尊
法
一

。

至
二

会
昌
元
年
二
月
十
三
日
一

、
受
二

伝
法
潅
頂
一

。
従
二

其
年
五
月
三
日
一

、
於
二

青
龍
寺
勅
置
本
命
潅
頂
道
場
、
不
空
三
蔵
第
三
弟
子
義
真
阿
闍
梨
辺
一

、
受
二

潅
頂
一

。
受
二

大
毘
盧
舎
那
経
秘
旨
、
及
蘇
悉
地
大
法
一

。
従
二

会
昌
二
年
二
月

五
日
一

、
於
二

善
無
畏
三
蔵
第
四
弟
子
玄
法
寺
法
全
阿
闍
梨
所
一

、
入
二

潅
頂
壇
一

。

受
二

胎
蔵
大
法
幷
諸
尊
法
一

。
至
二

于
三
年
三
月
十
二
日
一

受
二

伝
法
潅
頂
一

。

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
五
四
頁
上
）

こ
こ
で
は
唐
で
受
け
た
真
言
密
教
の
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ

る
と
、
ま
ず
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
一
〇
月
九
日
、
大
興
善
寺
に
て
不
空
の
第
三

弟
子
元
政
よ
り
金
剛
界
大
法
な
ら
び
に
諸
尊
法
を
学
び
、
会
昌
元
年
（
八
四
一
）

二
月
一
三
日
に
は
伝
法
潅
頂
を
受
け
て
い
る
。
同
年
五
月
三
日
に
は
、
青
龍
寺
に

て
同
じ
く
不
空
の
第
三
弟
子
義
真
に
潅
頂
を
受
け
、『
大
毘
盧
遮
那
経
』
の
秘
旨

と
蘇
悉
地
大
法
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
。
会
昌
二
年
（
八
四
二
）
二
月
五
日
、
善

無
畏
の
弟
子
で
あ
る
玄
法
寺
の
法
全
よ
り
胎
蔵
界
大
法
と
諸
尊
法
を
受
け
、
同
三

年
（
八
四
三
）
三
月
一
二
日
に
伝
法
潅
頂
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

『
巡
礼
記
』
に
当
時
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
順
に
見
て
い
き
た
い
。
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ま
ず
、『
巡
礼
記
』
開
成
五
年
一
〇
月
二
九
日
「
往
二

大
興
善
寺
一

、
入
二

勅
翻
経
院
一

。

参
二│

見
元
政
和
尚
一

、
始
受
二

金
剛
界
大
法
一

。
入
二

勅
置
潅
頂
道
場
一

、
礼
二

諸
大
曼

荼
羅
一

。
設
二

供
養
一

、
受
二

潅
頂
一

。」（
小
野
三
、
三
〇
八
頁
）
と
あ
り
、
大
興
善

寺
の
勅
置
翻
経
院
に
お
い
て
曼
荼
羅
に
礼
拝
し
、
元
政
よ
り
金
剛
界
の
潅
頂
を
受

け
て
い
る
。『
慈
覚
大
師
伝
』
と
は
日
付
の
記
載
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
史
料
的

価
値
か
ら
見
て
『
巡
礼
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
二
九
日
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

会
昌
元
年
二
月
一
三
日
は
元
政
よ
り
金
剛
界
大
法
を
受
け
終
え
た
日
で
あ
る
。

「
一
三
日
、
受
二

金
剛
界
大
法
一

畢
。
供
二│

養
金
剛
界
曼
荼
羅
一

、
及
受
二

伝
法
潅
頂
一

。

以
二

五
瓶
水
一

、
潅
二

於
頂
上
一

。」（
小
野
三
、
三
六
四
頁
）
と
あ
り
、
金
剛
界
曼
荼

羅
を
供
養
し
、
伝
法
潅
頂
を
受
け
五
瓶
の
水
を
頭
頂
に
注
が
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
『
慈
覚
大
師
伝
』
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
会
昌
元
年
五
月
三
日
、
青
龍
寺
で
胎
蔵
界
大
法
・
蘇
悉
地
大
法
が
記
さ
れ

て
お
り
、「
始
画
二

金
剛
界
九
会
曼
荼
羅
幀
五
副
一

。
除
二

画
絹
一

以
外
、
六
千
文
、

是
画
功
也
。
此
日
於
二

青
龍
寺
一

、
設
二

供
養
一

。
便
於
二

勅
置
本
命
潅
頂
道
場
一

、
受
二

潅
頂
一

抛
レ

花
。
始
受
二

胎
蔵
毗
盧
遮
那
経
大
法
、
兼
蘇
悉
地
大
法
一

。」（
小
野
三
、

三
九
三
│
三
九
四
頁
）
と
あ
る
。
円
仁
は
こ
の
日
、
描
き
終
え
た
金
剛
界
九
会
曼

荼
羅
を
青
龍
寺
に
お
い
て
供
養
し
、
勅
置
本
命
潅
頂
道
場
に
て
潅
頂
を
受
け
花
を

投
げ
て
仏
と
縁
を
結
び
、
胎
蔵
界
大
法
と
蘇
悉
地
大
法
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
会

昌
元
年
五
月
三
日
の
青
龍
寺
で
の
受
法
は
、『
慈
覚
大
師
伝
』
に
も
あ
る
よ
う
に

義
真
か
ら
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
玄
法

寺
法
全
か
ら
の
受
法
に
つ
い
て
は
『
巡
礼
記
』
会
昌
二
年
二
月
二
九
日
に
は
「
於
二

玄
法
寺
法
全
阿
闍
梨
所
一

、
始
受
二

胎
蔵
大
法
一

。」（
小
野
三
、
四
一
七
頁
）
と
あ

り
、
胎
蔵
界
大
法
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
法
全
よ
り
の
受
法
に
つ
い
て
『
慈
覚
大

師
伝
』
で
は
会
昌
二
年
二
月
五
日
よ
り
三
月
一
二
日
に
至
る
ま
で
と
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
長
安
で
は
結
縁
潅
頂
も
見
聞
し
て
い
る
。『
巡
礼
記
』
会
昌
元
年
二
月

一
五
日
に
「
興
唐
寺
奉
二│

為
国
一

開
二

潅
頂
道
場
一

。
従
二

十
五
日
一

至
二

四
月
八
日
一

、

有
縁
赴
来
結
縁
潅
頂
。」（
小
野
三
、
三
七
〇
頁
）
と
あ
り
、
興
唐
寺
（
長
安
街
東

第
四
街
大
寧
坊
）
に
お
け
る
国
家
の
た
め
に
開
か
れ
た
潅
頂
道
場
に
て
、
降
誕
会

ま
で
の
期
間
に
有
縁
の
在
俗
に
結
縁
潅
頂
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
唐
で
の
経
験
に
基
づ
き
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
に
は
潅
頂
が
始
修
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
千
院
本
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
は
、「
至
二

于
嘉
祥
二
年
夏

五
月
上
旬
初
一

、
修
二

潅
頂
雅
業
一

。
従
二

内
蔵
寮
一

、
賜
二

一
千
僧
供
料
一

、
兼
以
遣
二 

勅
使
参
議
従
四
位
下
守
右
大
弁
伴
宿
禰
一

、
検
二│

校
其
事
一

。
受
二

三
昧
耶
戒
一

、
而

飲
二

誓
水
二

者
、
一
千
余
人
。
各
以
二

虔
誠
心
一

、
臨
二

曼
荼
羅
壇
一

、
瞻
二│

仰
諸
尊
一

。

発
二

希
有
心
一

。
悉
登
二

蓮
台
一

。
同
増
二

感
歎
一

也
。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
五

四
頁
下
│
五
五
頁
上
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
の
五
月
上
旬
に
円
仁
が
潅
頂

に
先
立
っ
て
授
与
さ
れ
る
三
昧
耶
戒
を
一
千
人
余
り
の
人
々
に
授
け
た
こ
と
が
見

え
る
）
9
（

。
な
お
、
潅
頂
に
関
す
る
将
来
物
は
、『
新
求
目
録
』
に
『
不
空
羂
索
毗
盧

遮
那
仏
大
潅
頂
光
明
真
言
』
一
巻　

不
空
、『
金
剛
手
光
明
潅
頂
経
最
勝
立
印
聖

無
動
尊
大
威
怒
王
念
誦
儀
軌
法
品
』
一
巻　

不
空
与
遍
智
同
訳
、『
一
切
如
来
潅

頂
真
言
』
一
本
、『
大
仏
頂
如
来
蜜
因
修
証
了
義
諸
菩
薩
萬
行
品
潅
頂
部
録
出
中

印
契
別
行
法
門
』
一
巻
、『
唐
梵
両
字
潅
頂
心
真
言
』
一
本
、『
唐
梵
両
字
潅
頂
心

中
心
真
言
』
一
本
が
見
ら
れ
る
。

次
に
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
以
降
に
行
っ
て
い
る
天
皇
へ
の
潅
頂
は
円
仁
の

業
績
と
し
て
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
「（
斉
衡
）

三
年
三
月
二
十
一
日 

天
皇
請
二

大
師
於
冷
然
院
書
堂
南
殿
一

受
二

両
部
潅
頂
一

。 

王

子
法
号
素
延
清
原
君
、
算
延
多
治
比
君
及
孝
忠
大
法
師
藤
（
菅
）
原
、
大
納
言
正
三
位

兼
行
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
良
相
、
東
宮
亮
藤
原
朝
臣
良
綱
、
左
兵
衛
佐
藤
原
朝
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臣
基
経
、
右
衛
門
佐
藤
原
朝
臣
常
行
、
大
内
記
紀
朝
臣
夏
井
等
同
受
レ

之
。」（『
続

天
全
』
史
伝
部
二
、
六
九
頁
上
）
と
あ
り
、
文
徳
天
皇
（
八
二
七
│
八
五
八
、
在

位
八
五
〇
│
八
五
八
）
が
円
仁
に
要
請
し
、
冷
泉
院
の
書
堂
の
南
殿
に
お
い
て
両

部
潅
頂
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
際
、
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
素
延
（
源
時
有
）
と
算

延
（
源
毎
有
）
及
び
藤
原
良
相
、
藤
原
良
綱
、
藤
原
基
経
、
藤
原
常
行
、
紀
夏
井

ら
貴
族
ら
も
同
じ
く
潅
頂
を
受
け
て
い
る
）
10
（

。
同
年
九
月
、「
東
宮
又
請
二

大
師
一

受
二

潅
頂
一

。
太
政
大
臣
、
及
雅
院 

女
御
同
預
レ

之
。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
寛
平

入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
六
九
頁
上
）
と
あ
り
、
東
宮
す
な
わ
ち
惟
仁
親
王
（
後

の
清
和
天
皇
）
が
円
仁
よ
り
受
戒
潅
頂
を
受
け
、
太
政
大
臣
及
び
雅
院
女
御
が
同

じ
く
こ
れ
に
預
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）、「
天
皇
又
受
戒
潅
頂
。
預
レ

之
者
十
余
人
。」

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
六
九
頁
上
）
と
あ
り
、

文
徳
天
皇
は
再
度
円
仁
よ
り
受
戒
潅
頂
を
受
け
、
こ
れ
に
預
か
っ
た
者
は
十
余
人

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
文
徳
実
録
』
巻
第
十
の
天
安
二
年
三
月

一
五
日
条
に
よ
る
と
、
常
寧
殿
に
お
い
て
上
述
の
素
延
と
算
延
の
落
髪
が
行
わ
れ
、

「
是
夜
有
二

潅
頂
一

事
。」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
巻
、『
文
徳
実
録
』
巻
一

〇
、
一
一
三
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
日
の
夜
に
潅
頂
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
円
仁
と
公
家
と
の
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
師
檀
関
係
で

あ
る
。
三
千
院
本
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
左
近
中

将
で
あ
っ
た
藤
原
良
相
（
八
一
三
│
八
六
七
）
が
円
仁
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な

自
筆
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

至
二

嘉
祥
三
年
未
歳
一

、　

皇
帝
崩
。
率
土
哀
慕
、
感
慟
窮
矣
。
其
年
三
月
、

儲
君
登
極
。
万
国
歓
欣
、
無
レ

任
二

感
慶
一

也
。
左
近
中
将
藤
原
朝
臣
手
書
云
、

被
二

令
旨
一

稱
、
大
和
尚
虚
往
実
帰
。
希
世
傑
立
、
雖
レ

未
二

接
話
一

。
而
情
深
二

欽
属
一

、
右
僕
射
与
二

和
尚
一

、
本
自
相
識
故
也
。
今
因
二

遺
詔
一

、
十
七
日
甲

子
、
可
レ

有
二

践
祚
一

。
夫
大
事
之
中
、
或
有
二

障
礙
一

。
宜
レ

通
二│

達 

和
尚
一

。

始
レ

自
二

十
五
日
詰
朝
一

、
迄
二

十
八
日
旦
一

、
転
二│

読
大
般
若
一

。
令
二

以
護
念
一

。

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
五
五
頁
上
│
下
）

と
あ
り
、
嘉
祥
三
年
三
月
、
道
康
親
王
（
文
徳
天
皇
）
の
即
位
に
際
し
、
良
相
が

円
仁
に
送
っ
た
書
状
に
よ
る
と
、
右
僕
射
（
藤
原
良
房
、
八
〇
四
│
八
七
二
）
と

円
仁
は
「
本
自
相
識
」、
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
仁
明
天
皇
（
八
一
〇
│
八
五
〇
、
在
位
八
三
三
│
八
五
〇
）
の
遺
詔
に
従
っ

て
一
七
日
に
践
祚
が
行
わ
れ
る
た
め
、
円
仁
に
一
五
日
の
朝
か
ら
一
八
日
の
明
け

方
ま
で
『
大
般
若
経
』
を
転
読
す
る
よ
う
道
康
親
王
の
令
旨
が
通
達
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
き
、「
四
月
十
三
日
、
左
近
中
将
藤
原
良
相
奉
二

台
宗
円
和
尚
法
前
一

、

至
二

十
五
日
一

、
左
近
中
将
藤
原
朝
臣
送
二

手
札
一

云
、
報
レ

書
具
啓
二 

殿
下
一

。
然
彼

使
口
状
、
可
下

修
二

新
密
法
一

、
必
果
上
レ

行
者
。
但
彼
可
レ

修
状
、
具
記
来
耳
。（
中

略
）
四
月
十
五
日
、
弟
子
左
近
中
将
藤
原
良
相
、
台
宗
円
和
尚
院
下
」（
同
、
五

五
頁
下
）
と
あ
り
、
良
相
が
円
仁
に
対
し
て
さ
ら
に
送
っ
た
書
状
に
は
殿
下
（
道

康
親
王
）
の
た
め
に
新
密
法
を
修
し
て
そ
の
修
法
の
様
子
を
詳
細
に
記
す
よ
う
に

と
の
伝
言
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
項
に
お
い
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
円
仁
は
こ

の
要
請
に
応
じ
て
、
比
叡
山
東
塔
の
先
師
最
澄
点
定
の
地
に
お
い
て
長
安
青
龍
寺

を
模
し
て
熾
盛
光
法
を
修
す
る
法
華
総
持
院
を
建
立
し
た
い
と
奏
上
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
円
仁
と
公
家
と
の
師
檀
関
係
は
円
仁
の
弟
子
相
応
（
八
三

一
│
九
一
八
）
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
）
11
（

。

貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
五
月
、
円
仁
は
淳
和
太
后
（
正
子
内
親
王
、
八
一
〇
│

八
七
九
）
に
菩
薩
大
戒
を
授
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
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師
伝
』
に
「
五
月 

淳
和
太
后
請
二

諸
寺
名
僧
一

、
限
二

六
箇
日
一

、
講
二

法
華
経
一

。

解
坐
之
後
、
別
二│

請
大
師
及
二
十
四
口
僧
侶
一

、
受
二

菩
薩
大
戒
一

。
奉
二　

太
后
法

名
一

稱
二 
良
祚
一

。
皇
子
恆
道
亭
子
君
寂
道
朱
雀
院
君
等
同
受
レ

之
。
凡
受
戒
者
、
一
百

五
十
余
人
、
授
二

三
昧
耶
戒
、
及
入
壇
潅
頂
一

者
、
二
百
七
十
余
人
也
。」（『
続
天

全
』
史
伝
部
二
、
六
九
頁
下
│
七
〇
頁
上
）
と
あ
り
、
こ
の
年
の
五
月
、
淳
和
太

后
が
諸
寺
の
名
僧
に
要
請
し
て
六
日
間
『
法
華
経
』
を
講
読
さ
せ
、
解
坐
の
後
円

仁
及
び
二
四
名
の
僧
侶
よ
り
菩
薩
大
戒
を
受
け
て
い
る
。
円
仁
は
太
后
に
対
し
、

「
良
祚
」
の
法
名
を
授
け
る
と
と
も
に
、
恒
貞
親
王
・
基
貞
親
王
を
は
じ
め
一
五

〇
人
余
り
に
菩
薩
戒
を
授
け
、
二
七
〇
人
余
り
に
三
昧
耶
戒
及
び
入
壇
潅
頂
を
授

け
て
い
る
。
そ
し
て
、「
五
条
太
皇
太
后
、
又
累
年
請
二

大
師
一

受
二

菩
薩
戒
一

。
預
レ

之
者
前
後
百
有
余
人
。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』

七
〇
頁
上
）
と
あ
り
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
太
皇
太
后
と
な
っ
た
藤
原
順
子

（
八
〇
九
│
八
七
一
）
が
円
仁
よ
り
菩
薩
戒
を
受
け
て
お
り
、
一
〇
〇
人
余
り
が

こ
れ
に
預
か
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
同
じ
く
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
、「（
貞
観
）
五
年
十
月
、

右
近
衛
権
中
将
藤
原
朝
臣
常
行
、
賀
二

太
政
大
臣
美
濃
公
六
十
齢
一

。
仍
請
二

大
師
一

於
二

染
殿
第
一
美
濃
公
家
也
修
二

潅
頂
一

。
其
三
摩
耶
戒
入
壇
潅
頂
者
、
公
卿
以
下
百
四

十
余
人
、
尚
侍
典
侍
女
御
以
下
六
十
余
人
。
太
政
大
臣
有
二

身
故
一

、
令
下

中
宮
大

進
高
向
公
補
二│

代
身
一

、
受
中

五
甁
潅
頂
上

。」（
同
、
七
〇
頁
上
│
下
）
と
あ
り
、
同

五
年
十
月
、
右
近
衛
中
将
藤
原
常
行
が
太
政
大
臣
藤
原
良
房
の
邸
宅
で
あ
る
染
殿

邸
に
て
円
仁
に
潅
頂
を
修
さ
せ
て
お
り
、
三
昧
耶
戒
・
入
壇
潅
頂
を
受
け
た
者
は

公
卿
以
下
一
四
〇
人
余
り
、
尚
侍
典
侍
女
御
以
下
六
〇
人
余
り
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
病
気
の
良
房
に
代
わ
っ
て
中
宮
大
進
高
向
公
輔
（
│
八
八
〇
）
が
円
仁
よ
り

五
瓶
潅
頂
を
受
け
て
い
る
）
12
（

。
な
お
、
円
仁
伝
承
の
胎
蔵
界
・
金
剛
界
・
蘇
悉
地
三

部
の
潅
頂
は
連
綿
と
現
在
に
伝
え
ら
れ
、
延
暦
寺
潅
頂
と
し
て
「
入
壇
潅
頂
」
及

び
「
開
壇
伝
法
」
が
毎
年
比
叡
山
の
法
華
総
持
院
に
お
い
て
執
行
さ
れ
て
い
る
。

⑷　

浄
土
院
廟
供
の
始
修

比
叡
山
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
浄
土
院
廟
供
は
、
円
仁
入
唐
に
よ
る
五
台
山
竹

林
寺
で
の
廟
供
の
伝
承
に
起
源
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
れ
ば
、「（
斉
衡
）
三

年
（
中
略
）
七
月
十
六
日
、
習
二

五
台
山
竹
林
寺
之
風
一

、
行
二

浄
土
院
廟
供
事
一

。

是
先
師
廟
也
。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
六
九
頁
上
）
と
あ
り
、
円
仁
は
斉
衡

三
年
（
八
五
六
）
七
月
一
六
日
、
中
国
五
台
山
竹
林
寺
の
風
に
倣
っ
て
比
叡
山
東

塔
に
あ
る
最
澄
の
廟
所
で
あ
る
浄
土
院
に
て
廟
供
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、『
阿
娑
縛
抄
』「
諸
寺
縁
起
」
下
に
は
「
浄
土
院
（
中
略
）
右

院
、
伝
教
大
師
所
二

定
置
一

。
遷
化
之
後
、
以
二

大
師
遺
骸
一

所
レ

瘞
也
。
天
安
二
年

七
月
十
六
日
、
慈
覚
大
師
移
二

五
臺
山
竹
林
寺
風
一

始
二│

修
廟
供
一

云
々
。」（『
日
仏

全
』
第
六
〇
、
二
七
八
頁
中
）
と
あ
り
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
の
こ
と
と
し
て

記
さ
れ
て
お
り
、『
慈
覚
大
師
伝
』
の
記
述
の
二
年
後
の
こ
と
と
す
る
が
、
成
立

年
代
の
古
い
こ
と
か
ら
信
憑
性
の
高
い
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
拠
っ
て
お
く
。

五
台
山
竹
林
寺
で
見
聞
し
た
廟
供
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
の
か
は
文
献

が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
最
澄
の
御
廟
浄
土
院
で
の
廟
供
は
現

在
も
一
二
年
籠
山
行
と
し
て
侍
真
僧
に
よ
り
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
円
仁
の
廟
供
と

比
較
は
で
き
な
い
が
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
浄
土
院
廟
供
を
取
り
上
げ
て
お
き
た

い
。現

行
の
制
度
は
織
田
信
長
の
元
亀
兵
乱
後
、
江
戸
中
期
の
天
台
僧
霊
空
光
謙

（
一
六
五
二
│
一
七
三
九
）
に
よ
っ
て
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
制
定
布
告

さ
れ
た
『
開
山
堂
侍
真
条
制
』（『
日
仏
全
』
第
六
〇
、
二
七
七
頁
下
）
な
ら
び
に
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史　　　窓

『
浄
土
院
規
矩
』（
叡
山
文
庫
止
観
院
蔵
）
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

　
　

開
山
堂
侍
真
条
制

去
歳
、
告
二

台
山
闔
衆
一

。
夫
初
修
業
一
紀
籠
山
伝
教
大
師
之
垂
範 

而
台
徒

之
高
儀
也
。
然
世
遠
法
墜
不
レ

聞
二

其
名
一

者
多
、
良
可
二

悲
痛
一

。
如
有
下

能
委
二

身
命
一

遵
二

祖
訓
一

者
上

、
許
下

在
二

山
院
一

而
免
中

衆
務
上

。
又
浄
土
院
近
世
唯
有
二

堂
司
一

而
無
二

侍
真
一

非
レ

所
三│

以
尽
二

報
本
之
道
一

也
。
議
レ

置
二 

侍
真
一

、
称
二

吾

意
一

焉
。
是
歳
首
夏
、
登
壇
受
戒
立
二

籠
山
誓
一

者
二
口
。
近
又
発
心
者
二
口
。

闔
衆
、
新
搆
二 

侍
真
之
房
一

既
成
。
於
レ

是
吾
喜
不
二

自
勝
一

。
復
告
二

闔
山
一

、

初
修
業
僧
大
師
之
真
子
也
。
宜
二

輪
流
侍
真
礼
供
無
一レ

闕
。
因
立
二

条
件
一

以

為
二

永
式
一

。

一
、
大
小
二
食
当
二

如
法
供
養
一

。

一
、
上
レ

食
当
レ

誦
二

変
食
呪
二
十
一
遍
・
般
若
心
経
三
遍
一

。

一
、
朝
課
所
為
、
晩
課
敬
礼
法
、
倶
誦
二

梵
網
十
戒
一

。

一
、
両
業
之
人
、
各
有
二

恒
務
一

、
雖
レ

非
二

今
所
一レ

制
而
宜
二

益
索
修
一

。

一
、 

三
月
遷
レ

居
覚
王
之
制
、
侍
真
之
職
不
レ

宣
二

久
留
一

。
三
月
輪
周
復
始
。

至
二

於
有
一レ

閨 

当
レ

経
二

四
月
一

。

一
、
於
二

三
月
内
一

無
二

切
要
縁
一

不
レ

得
レ

出
レ

院
。

一
、
重
病
等
縁
請
令
二

相
代
一

。

已
上
条
件
、
宜
二

各
遵
行
一

。
雖
レ

非
二

急
制
一

罄
レ

誠
竭
レ

思
則
庶
三

乎
報
二 

祖
恩

之
涓
埃
一

矣
。

元
禄
十
二
歳
次
己
卯
十
一
月
甲
子

前
天
台
座
主
一
品
親
王　
押

ま
た
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
浄
土
院
規
矩
』
に
は
、

「
第
一
課
誦
献
斎
之
事
」「
第
二
散
物
油
料
之
事
」「
第
三
大
小
掃
除
之
事
」「
第
四

拝
堂
巡
検
之
事
」「
第
五
院
内
江
付
届
之
事
」「
第
六
輪
番
諸
式
之
事
」「
第
七
交

代
用
意
之
事
」
の
七
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
『
開
山
堂
侍
真
条
制
』
と

『
浄
土
院
規
矩
』
は
現
在
行
わ
れ
て
い
る
侍
真
の
日
課
の
基
本
と
さ
れ
て
い
る
史

料
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
修
さ
れ
て
い
る
現
行
の
侍
真
の
日
課
に
つ
い
て
挙

げ
て
お
く
と
、
午
前
三
時
半
に
出
定
（
起
床
）、
開
拝
殿
戸
、
午
前
四
時
に
朝
課
、

午
前
五
時
に
備
御
小
食
（
大
師
宝
前
）
献
供
作
法
・
大
黒
天
法
楽
、
午
前
五
時
半

に
侍
真
小
食
、
午
前
六
時
半
に
阿
弥
陀
供
一
座
・
護
国
三
部
妙
典
（『
仁
王
般
若

経
』・『
金
光
明
経
』・『
法
華
経
』）
読
誦
・
大
般
若
経
読
誦
、
午
前
一
〇
時
に
献

斎
供
養
（
大
師
宝
前
）・
献
茶
（
大
師
・
弥
陀
・
文
殊
）、
午
前
一
〇
時
半
に
侍
真

斎
食
、
午
後
四
時
に
晩
課
、
午
後
五
時
に
閉
拝
殿
戸
、
午
後
九
時
に
入
定
（
就

寝
）
と
な
っ
て
い
る
）
13
（

。

こ
の
よ
う
に
円
仁
が
五
台
山
竹
林
寺
よ
り
伝
え
た
廟
供
は
、
形
式
や
内
容
に
変

遷
は
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
江
戸
中
期
よ
り
一
二
年
籠
山
の
侍
真
制
度
と
し
て

そ
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
、
脈
々
と
継
承
奉
修
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑸　

天
台
大
師
供
の
始
修

円
仁
は
仁
寿
四
年
（
八
五
四
）
四
月
、
延
暦
寺
座
主
に
補
任
さ
れ
て
い
る

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
六
八
頁
上
、「
為
二

延
暦

寺
座
主
一

。」）
が
、
座
主
就
任
後
ま
も
な
い
こ
の
年
の
一
一
月
、
天
台
大
師
供
を

始
修
し
て
い
る
。
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、「
是
月
（
一
一
月
）

制
二│

作
天
台
大
師
供
祭
文
及
次
第
式
一

矣
。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
六
八
頁
上
）

と
あ
り
、
一
一
月
に
『
天
台
大
師
供
祭
文
』
と
『
次
第
式
』
を
撰
述
し
て
お
り
、

ま
た
『
阿
娑
縛
抄
』「
諸
寺
縁
起
」
下
に
よ
る
と
、「
仁
寿
四
年
十
一
月
二
十
四
日
、
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慈
覚
大
師
依
二

国
清
寺
風
一

始
二│

修
天
台
大
師
供
一

。」（『
日
仏
全
』
第
六
〇
、
二
七

六
頁
下
）
と
あ
り
、
天
台
大
師
智
顗
の
命
日
で
あ
る
一
一
月
二
四
日
、
中
国
天
台

山
国
清
寺
風
の
天
台
大
師
供
を
修
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
円
仁
が
、
先

師
最
澄
の
求
法
の
地
で
あ
る
天
台
山
に
赴
く
こ
と
を
入
唐
の
第
一
の
目
的
と
し
て

い
た
も
の
の
（『
巡
礼
記
』
開
成
三
年
八
月
四
日
条
。
小
野
一
、
一
六
六
頁
）
勅

許
は
つ
い
に
下
り
ず
、
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ

国
清
寺
風
に
依
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
円
仁
が
入
唐
中
天
台
大

師
供
を
見
聞
し
た
こ
と
は
、『
巡
礼
記
』
の
開
成
三
年
一
一
月
二
四
日
、
揚
州
開

元
寺
の
食
堂
に
お
い
て
「
堂
頭
設
レ

斎
。
衆
僧
六
十
有
余
。」（
小
野
一
、
二
八
二

頁
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
窺
え
る
が
、
当
時
天
台
山
で
行
わ
れ
て
い
た
天
台
大

師
供
が
揚
州
開
元
寺
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
天
台
霞
標
』
三
編
巻
之
一
に
仁
寿
四
年
、
円
仁
が
著
し
た
『
天
台
大
師
供
祭
文
』

一
巻
、『
天
台
大
師
忌
次
第
式
』
一
巻
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
以
下
そ
の
原
文
を
挙

げ
て
お
く
。

祭
智
者
大
師
文

維
仁
寿
四
年
、
歳
次
二

甲
戌
一

十
一
月
朔
二
四
日
、
謹
以
二

餅
菓
茶
薬
、
蔬
食

之
餞
一

、
敢
献
二

故
大
唐
法
華
宗
第
二
祖
師
、
天
台
大
師
尊
霊
一

。
伏
惟
、
大

師
稟
二

道
於
鷲
峯
一

。
布
二

影
於
沙
界
一

、
備
二

衆
徳
一

以
利
レ

見
、
表
二

奇
異
一

以

降
レ

生
。
洞
融
二

三
観
一

、
照
二

万
法
於
一
心
一

。
斉
駕
二

白
牛
一

、
運
二

蒼
生
於
露

地
一

。
不
レ

出
二

戸
庭
一

、
感
二│

見
定
光
於
華
頂
一

。
攀
二│

遊
衡
岳
一

、
発
二│

明
三
昧

於
歩
間
一

。
其
後
化
流
二

我
国
一

、
風
教
長
敷
。
朝
夜
帰
レ

心
、
共
潤
二

法
雨
一

。

故
唐
朝
本
朝
、
隔
レ

海
通
レ

音
。
得
二

前
師
後
師
、
度
レ

代
同
一レ

轍
。
以
二

囊
劫

之
縁
一

、
遠
交
二

資
之
列
一

。
受
二

玄
風
一

、
独
思
二

高
朗
一

。
汲
二

清
流
一

転
覚
二

広

深
一

。
投
レ

身
砕
レ

骨
、
何
報
二

厚
恩
一

。
随
レ

年
邀
レ

辰
、
講
二│

聴
妙
典
一

。
奉
二│

酬

無
窮
之
徳
一

、
謹
献
二

蔬
食
之
餞
一

。
伏
願
大
師
尊
霊
、
大
唐
八
祖
、
同
垂
二

納

饗
一

。（『
日
仏
全
』
第
四
一
、
三
〇
六
頁
下
│
三
〇
七
頁
上
）

こ
の
『
天
台
大
師
供
祭
文
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
智
者
大
師
は
南
岳
大
師
の
後

を
受
け
て
大
唐
法
華
宗
第
二
祖
と
し
て
一
心
三
観
の
証
悟
を
得
る
な
ど
し
、
そ
の

教
え
は
日
本
に
伝
流
し
深
く
帰
依
を
受
け
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
、
餅
菓
・
茶
薬
・

野
菜
を
供
え
て
天
台
大
師
の
御
徳
を
讃
え
尊
霊
を
供
養
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
文
に
続
い
て
『
天
台
大
師
忌
次
第
式
』
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

先
僧
衆
参
堂

次
讃
衆
僧
讃
云
云

帰
命
頂
礼
、
大
唐
国
中
、
天
台
大
師
尊
霊
。
哀
愍
摂
受
所
設
供
。
証
知
大
衆

三
業
礼
。

帰
命
頂
礼
、
大
唐
国
中
、
南
岳
大
師
尊
霊
。
哀
愍
摂
受
所
設
供
。
証
知
我
等

至
心
礼
。

帰
命
頂
礼
、
天
竺
震
旦
日
本
国
中
、
真
言
止
観
大
師
等
、
哀
愍
摂
受
所
設
供
。

感
我
帰
命
頂
礼
一
心
礼
。

次
仏
名
教
化
云
云

次
献
茶

次
祭
文

次
画
讃

次
六
種
供
養

次
仏
名
教
化
云
云

別
伝
曰
、
仁
寿
四
年
、
制
作
祭
智
者
大
師
文
。
及
次
第
式
矣
。（『
日
仏
全
』

第
四
一
、
三
〇
七
頁
上
）



12

史　　　窓

こ
れ
に
よ
る
と
、
①
僧
衆
参
堂　

②
僧
讃　

③
仏
名
教
化　

④
献
茶　

⑤
祭
文　

⑥
画
讃　

⑦
六
種
供
養　

⑧
仏
名
教
化　

の
順
で
供
養
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
円
仁
は
揚
州
に
て
「
天
台
大
師
感
得
聖
像
僧
影　

一
鋪
三
幅
綵
色
」
を
将
来

し
て
い
る
が
、
こ
の
影
像
は
儀
式
に
お
い
て
供
養
の
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
現
在
比
叡
山
で
は
天
台
大
師
供
が
毎
年
一
一
月
二
四
日
に
「
天
台

大
師
御
影
供
」
と
し
て
東
塔
の
大
講
堂
で
厳
修
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
第
と
円
仁

の
『
天
台
大
師
忌
次
第
式
』
と
対
比
す
る
と
、

〔
天
台
大
師
忌
次
第
式
〕　　
　
　
　
　
〔
天
台
大
師
御
影
供
〕

先
僧
衆
参
堂　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
入
堂

讃
衆
僧
讃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
僧
讃

帰
命
頂
礼
天
台
大
師
尊
霊　
　
　
　
　

次
総
礼
詞

帰
命
頂
礼
南
岳
大
師
尊
霊　
　
　
　
　

次
総
礼

帰
命
頂
礼
諸
大
師
等　
　
　
　
　
　
　

次
勧
請

次
仏
名
教
化　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
仏
名

次
献
茶　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
教
化

次
斎
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
献
茶

次
画
讃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
祭
文

次
六
種
供
養　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
画
讃

次
仏
名
教
化　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
献
茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
六
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
仏
名　

教
化　

廻
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
伽
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
出
堂

と
な
り
、
現
行
の
『
天
台
大
師
御
影
供
』
は
円
仁
の
『
天
台
大
師
忌
次
第
式
』
を

基
本
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
画
讃
は
、
魯
国
公
顔
真
卿

撰
『
天
台
智
者
大
師
画
讃
』（『
大
日
本
続
蔵
経
』
一
輯
、
二
編
、
乙
七
、
三
二
八

下
│
三
二
九
頁
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑹　

舎
利
会
・
文
殊
八
字
法
・
七
仏
薬
師
法
の
始
修

貞
観
二
年
（
八
六
〇
）、
円
仁
は
法
華
総
持
院
に
お
い
て
仏
舎
利
会
を
始
修
し

て
い
る
。
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
の
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
の
記
述
に
よ

る
と
、「
四
月
始
二│

行
供
仏
舎
利
会
一

。
自
レ

爾
以
降
、
此
会
不
レ

断
。
或
以
二

暮
春
一

、

或
以
二

首
夏
一

。
無
レ

有
二

定
日
一

。
唯
作
二

華
時
一

耳
。」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
六

九
頁
下
）
す
な
わ
ち
こ
の
年
の
四
月
に
仏
舎
利
会
を
始
め
、
以
後
不
断
に
行
わ
れ

た
こ
と
、
そ
の
時
期
は
暮
春
及
び
首
夏
の
花
の
咲
く
頃
で
あ
り
、
日
を
定
め
な

か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

円
仁
は
在
唐
中
に
舎
利
供
を
見
聞
し
て
お
り
、
以
下
『
巡
礼
記
』
の
記
事
を
挙

げ
て
み
よ
う
。
円
仁
が
五
台
山
に
滞
在
し
て
い
た
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
七
月
二

六
日
条
に
は
、「
近
日
感
二│

得
舎
利
一

、
見
二

傾
レ

城
人
尽
来
供
養
一

。
僧
俗
満
レ

寺
。

不
レ

知
二

其
数
一

。（
中
略
）
太
原
城
及
諸
村
貴
賤
男
女
及
府
官
上
下
尽
来
供
養
。」

（
小
野
三
、
一
八
二
頁
）
と
あ
り
、
最
近
感
得
さ
れ
た
舎
利
を
供
養
す
る
た
め
、

太
原
城
に
道
俗
貴
賤
の
男
女
が
詰
め
か
け
て
い
る
。
こ
の
後
向
か
っ
た
長
安
章
敬

寺
に
お
い
て
、
同
年
九
月
六
日
「
当
院
僧
懐
慶
持
念
為
レ

業
、
将
二

仏
舎
利
五
粒
一

来
礼
拝
。」（
小
野
三
、
二
八
三
頁
）
と
あ
り
、
懐
慶
と
い
う
僧
侶
が
所
持
し
て
い

た
仏
舎
利
五
粒
を
礼
拝
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
会
昌
元
年
（
八
四
一
）
二
月
八
日

条
に
は
、「
城
中
都
有
二

四
仏
牙
一

。
一
、
崇
聖
寺
仏
牙
（
中
略
）
一
、
荘
厳
寺
仏

牙
（
中
略
）
一
、
法
界
和
尚
従
二

于
塡
国
一

将
来
（
中
略
）
一
、
従
二

土
蕃
一

将
来
。

従
レ

古
相
伝
如
レ

此
。
今
在
二

城
中
四
寺
一

供
養
。」（
小
野
三
、
三
五
二
頁
）
と
あ
り
、

長
安
城
内
に
て
「
四
仏
牙
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
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『
新
求
目
録
』
に
よ
る
と
、
長
安
で
入
手
し
た
「
金
銅
五
鈷
小
金
剛
杵 

一
口
裏

盛
仏
舎
利
」、
揚
州
求
得
の
「
舎
利
五
粒 

菩
薩
舎
利
三
粒
辟
支
仏
舎
利
二
粒
盛
白

蝋
小
合
子
幷
安
置
白
石
瓶
子
一
口
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
帰
国
後

仏
舎
利
会
で
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
舎
利
会
は
現
在
も
比
叡
山
に
伝

承
さ
れ
、
毎
年
五
月
八
日
に
大
乗
戒
壇
院
に
て
奉
修
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し

て
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
三
月
一
五
日
、
南
渓
沙
門
実
応
写
の
『
舎
利
供

併
法
則
』（
延
暦
寺
蔵
）
に
よ
れ
ば
、「
抑
考
二

此
会
濫
觸
（
マ
マ
）一

、
貞
観
二
年
四
月
上

旬
始
被
レ

修
二

此
会
一

、
自
レ

爾
以
来
、
歴
代
連
綿
不
レ

絶
。
然
元
亀
兵
乱
一
山
滅
亡
、

堂
宇
一
時
灰
燼
。
豈
堪
二

悲
痛
一

哉
。
時
哉
根
本
大
師
、
於
二

香
爐
岡
一

感
二│

得
舎
利
一

、

再
帰
二

本
山
一

。
可
レ

謂
レ

奇
乎
。
而
去
宝
暦
七
年
花
落
世
継
氏
、
新
調
二│

刻
舎
利
塔
一

、

納
二

感
得
舎
利
一

、
令
レ

安
二│

置
戒
壇
院
一

。
特
抛
二

珍
財
浄
侶
一

布
施
、
永
歳
令
下

此
会

如
二

貞
観
式
一

不
上レ

絶
。
感
応
豈
徒
哉
。」
と
あ
り
、
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
四
月

始
行
の
仏
舎
利
会
は
元
亀
兵
乱
に
よ
っ
て
一
時
灰
燼
に
帰
し
た
が
、
宝
暦
七
年

（
一
七
五
七
）
再
び
舎
利
塔
を
調
刻
し
て
戒
壇
院
に
安
置
し
、
貞
観
式
の
ご
と
く

連
綿
と
絶
え
る
こ
と
な
く
修
さ
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
二
月
甲
子
（
一
五
日
）
に
文
殊
八
字
法
を
修
し

て
い
る
こ
と
が
『
続
日
本
後
紀
』
に
見
え
て
い
る
。「
又
請
二

天
台
宗
座
主
前
入
唐

請
益
伝
灯
大
法
師
位
円
仁
及
定
心
院
十
禅
師
等
一

於
二

仁
寿
殿
一

、
令
レ

修
二

文
殊
八

字
法
一

。」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
三
、『
続
日
本
後
紀
』
巻
二
〇
、
二
三
五
頁
）

と
あ
り
、
仁
明
天
皇
の
聖
体
不
予
の
た
め
、
仁
寿
殿
に
お
い
て
円
仁
及
び
比
叡
山

東
塔
南
谷
定
心
院
、
東
塔
東
谷
十
禅
師
に
文
殊
八
字
法
を
修
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
）
14
（

。
こ
の
文
殊
八
字
法
は
、
ど
の
よ
う
な
時
に
用
い
ら
れ
た
修
法
で
あ
ろ

う
か
。『
阿
娑
縛
抄
』
巻
第
一
百
一
に
よ
る
と
、「
天
変
日
月
蝕
之
時
」「
疾
病
厄

危
之
時
」
に
こ
れ
を
修
す
べ
し
と
あ
る
（『
日
仏
全
』
第
五
八
、
三
一
五
頁
中
）。

な
お
、『
新
求
目
録
』
に
よ
る
と
、
円
仁
は
文
殊
八
字
法
に
関
し
て
唐
よ
り
『
梵

字
文
殊
師
利
菩
薩
八
字
真
言
』
一
本
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
こ
の
真
言
を
示
し

た
書
物
は
修
法
の
際
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
同
じ
く
『
続
日
本
後
紀
』
に
は
、
嘉
祥
三
年
三
月
丁
酉
（
一
九
日
）
に
、

「
於
二

清
涼
殿
一

、
修
二

七
仏
薬
師
法
一

。
画
二

七
仏
像
一

、
懸
二

御
簾
前
一

。
七
重
輪
灯

立
二

於
庭
中
一

。」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

続
日
本
後
紀
』
巻
二
〇
、
二
三
八
頁
）

と
あ
り
、『
阿
娑
縛
抄
』「
七
仏
薬
師
」
に
は
「
国
史
云
、
慈
覚
大
師
、
仁
明
御
于

嘉
祥
三
年
三
月
丁
酉
日
、
於
二

清
涼
殿
一

、
修
二

七
仏
薬
師
法
一

。」（『
日
仏
全
』
第

五
八
、
二
頁
上
）
と
あ
り
、
円
仁
が
清
涼
殿
に
お
い
て
七
仏
薬
師
法
を
修
し
て
お

り
、
そ
の
設
え
に
つ
い
て
は
七
仏
薬
師
像
の
絵
が
御
簾
の
前
に
懸
け
ら
れ
、
七
重

の
輪
灯
を
庭
中
に
立
て
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
七
仏

薬
師
法
と
は
、『
阿
娑
縛
抄
』「
七
仏
薬
師
」
に
よ
る
と
、
①
善
名
称
吉
祥
王
如
来　

②
宝
月
智
厳
光
音
自
在
如
来　

③
金
色
宝
光
妙
行
成
就
如
来　

④
無
憂
最
勝
吉
祥

如
来　

⑤
法
海
雷
音
如
来　

⑥
法
海
勝
瑟
遊
戯
神
通
如
来　

⑦
薬
師
瑠
璃
光
如
来　

の
七
仏
薬
師
を
本
尊
と
し
て
修
さ
れ
る
行
法
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（『
日
仏
全
』

第
五
八
、
一
頁
上
）。
ど
の
よ
う
な
時
に
こ
の
修
法
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と

は
、「
除
病
延
命
」「
産
生
安
穏
」「
日
月
蝕
」「
風
雨
難
並
時
節
叛
逆
等
難
」
の
た

め
に
こ
れ
を
修
す
べ
し
と
い
う
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
（『
日
仏
全
』
第
五

八
、
一
頁
下
）。
こ
れ
に
続
き
、『
阿
娑
縛
抄
』「
七
仏
薬
師
」
に
は
円
仁
に
ま
つ

わ
る
伝
承
も
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
或
説
云
、
昔
赤
色
雲
聳
。
覆
二

清
涼

殿
一

。
皇
帝
請
二

慈
覚
大
師
一

、
令
レ

修
二

七
仏
薬
師
法
一

。
于
時
雲
忽
散
了
、
云
々
。

又
或
説
云
、
赤
雲
聳
二

紫
宸
殿
上
一

。
依
レ　

勅
慈
覚
大
師
、
令
レ

修
二

息
災
法
一

給
。

于
時
雲
忽
散
了
、
云
々
。」（『
日
仏
全
』
第
五
八
、
二
頁
上
）
と
あ
り
、
天
変
地

異
の
際
に
天
皇
が
円
仁
に
勅
し
て
こ
の
修
法
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
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史　　　窓

よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、「
慈
恵
和
尚
依
二

七
仏
経
一

、
修
二

善
名
等
七
仏
法
一

。」（『
日
仏
全
』、
第

五
八
、
一
頁
上
）
と
あ
り
、
後
に
良
源
に
よ
っ
て
修
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、

七
仏
薬
師
法
は
現
在
比
叡
山
東
塔
の
根
本
中
堂
に
お
い
て
延
暦
寺
御
修
法
と
し
て

厳
修
さ
れ
て
い
る
。

二　

比
叡
山
諸
堂
の
創
建
と
整
備

⑴　

根
本
観
音
堂
の
創
建

円
仁
は
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
九
月
三
日
、
比
叡
山
横
川
に
根
本
観
音
堂
（
現

在
の
横
川
中
堂
）
を
創
建
し
て
い
る
。『
阿
娑
縛
抄
』「
諸
寺
縁
起
」
下
及
び
『
叡

岳
要
記
』
嘉
祥
元
年
の
九
月
三
日
条
に
こ
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
が
、
詳
細
な
記

述
が
見
ら
れ
る
前
者
を
取
り
上
げ
る
と
、

首
楞
厳
院
、
在
二

大
寺
北
一

、
相
去
八
九
里
。

根
本
観
音
堂
、
俗
曰
二

横
川
中
堂
一

。
在
二

砂
碓
堂
ノ
西
一

。

葺
檜
皮
七
間
堂
宇
、
前
有
二

孫
庇
一

。

安
二│

置
聖
観
音
像
一
体
、
不
動
毘
沙
門
像
一
体
一

。

右
慈
覚
大
師
入
唐
求
法
之
後
、
解
レ

纜
浮
レ

舶
之
間
、
忽
遇
二

大
風
一

、
欲
レ

没
二

南
海
一

。
念
二

彼
観
音
力
一

、
現
二

毘
沙
門
身
一

。
大
師
即
使
レ

図
二│

画
彼
像
一

、
風

晴
波
平
、
須
臾
著
二

彼
岸
一

。
帰
山
之
後
、
建
二│

立
一
堂
一

、
安
二│

置
観
音
像
・

毘
沙
門
像
一

。
依
二

彼
海
上
願
一

所
レ

被
二

果
遂
一

也
。
嘉
祥
元
年
九
月
、
建
二│

立

一
堂
一

、
図
二│

絵
天
像
一

、
更
造
二│

移
木
像
一

、
与
二

聖
観
音
一

共
安
置
矣
、
云
々
。

（『
日
仏
全
』
第
六
〇
、
二
八
〇
頁
下
）

と
あ
り
、
円
仁
が
入
唐
求
法
の
折
大
風
に
遇
い
南
海
に
没
し
よ
う
と
し
た
時
、
観

音
力
を
念
じ
た
と
こ
ろ
毘
沙
門
天
が
現
れ
、
そ
の
姿
を
描
い
た
と
こ
ろ
無
事
着
岸

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
霊
験
に
よ
り
嘉
祥
元
年
九
月
、
比
叡
山
横
川
に
根
本
観
音

堂
を
創
建
し
て
毘
沙
門
天
像
を
描
き
、
さ
ら
に
毘
沙
門
天
の
木
像
を
造
り
、
聖
観

音
像
と
と
も
に
安
置
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

『
巡
礼
記
』
に
お
け
る
観
音
菩
薩
・
毘
沙
門
天
に
関
す
る
記
述
を
見
る
と
、
承

和
三
年
（
八
三
六
）・
承
和
四
年
（
八
三
七
）
の
渡
海
に
失
敗
し
た
第
一
七
次
遣

唐
使
が
承
和
五
年
（
八
三
八
）
六
月
一
七
日
に
筑
前
の
博
多
を
進
発
し
、
二
三
日

有
救
島
（
長
崎
県
五
島
の
宇
久
島
）
に
到
っ
た
翌
二
四
日
、「
望
見
第
四
舶
在
レ

前

去
。
与
二

第
一
舶
一

相
去
卅
里
許
、
遙
西
方
去
。
大
使
始
画
二

観
音
菩
薩
一

。
請
益
・

留
学
法
師
等
相
共
読
経
誓
願
。」（
小
野
一
、
九
六
頁
）
と
あ
り
、
円
仁
と
と
も
に

第
一
舶
に
乗
船
し
て
い
た
遣
唐
大
使
藤
原
常
嗣
（
七
九
六
│
八
四
〇
）
が
観
音
菩

薩
を
描
き
、
請
益
僧
円
仁
・
留
学
僧
円
載
が
共
に
読
経
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

航
海
の
無
事
を
観
音
菩
薩
に
祈
願
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
六
月
二
八
日
嵐
に
遭
遇

し
た
遣
唐
使
一
行
は
船
の
損
壊
を
被
り
、
艇
に
乗
り
七
月
二
日
揚
州
海
陵
県
白
潮

鎮
桑
田
郷
東
梁
豊
村
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
円
仁
は
、「
聞
大
使
以
二

六
月
二
十
九
日

未
時
一

、
離
レ

舶
、
以
後
漂
流
之
間
、
風
強
濤
猛
。
怕
二

舩
将
沇
一

、
捨
レ

矴
擲
レ

物
、

口
称
二

観
音
・
妙
見
一

、
意
求
二

活
路
一

。」（
小
野
一
、
一
〇
八
頁
）
と
あ
り
、
船
が

沈
没
し
よ
う
と
し
た
時
、
常
嗣
が
観
音
菩
薩
・
妙
見
菩
薩
を
唱
え
猛
風
が
止
ん
だ

と
記
し
て
い
る
。
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
は
、
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
九
月
五
日
条

に
、「
夜
、
繋
二│

念
毘
沙
門
一

、
誓
願
乞
レ

示
二

知
法
人
一

。」（
小
野
三
、
二
八
〇
頁
）

と
あ
り
、
毘
沙
門
天
に
法
を
知
る
師
匠
を
示
す
よ
う
に
誓
願
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

入
唐
時
に
は
毘
沙
門
天
へ
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。『
新
求
目
録
』

に
は
『
毗
沙
門
天
王
経
一
品
』
一
巻 

不
空
、『
北
方
毗
沙
門
天
真
言
法
』
一
巻 

不
空
が
見
ら
れ
、
と
も
に
長
安
に
お
い
て
求
得
し
て
お
り
、
円
仁
の
毘
沙
門
天
に

関
す
る
関
心
の
深
さ
は
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
窺
え
る
。
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慈覚大師円仁入唐求法の成果

寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、
入
唐
前
の
四
〇
歳
の
頃
視
力
の
衰

え
た
円
仁
が
比
叡
山
横
川
の
草
庵
（
後
の
首
楞
厳
院
）
を
結
び
三
年
間
蟄
居
し
、

健
康
が
回
復
し
た
後
『
法
華
経
』
一
部
を
書
写
し
て
小
塔
（
後
の
如
法
堂
）
を
建

立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（『
続
天
全
』
史
伝
二
、
六
一
頁
上
│
下
）。 

入
唐
時
航
海

安
全
を
誓
願
し
、
そ
の
加
護
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
聖
観
音
を
安
置
す
る
と
と

も
に
、
密
教
の
持
念
の
師
匠
を
示
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
毘
沙
門
天
を
本
尊
と
し

て
根
本
観
音
堂
に
安
置
し
、
入
唐
求
法
を
無
事
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
根
本
観
音
堂
の
創
建
に
よ
り
、
当
時
わ
ず
か
に
草
庵
と
小
塔
が

造
ら
れ
て
い
た
横
川
が
発
展
し
て
い
く
基
礎
が
築
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
新

求
目
録
』
に
よ
る
と
、
聖
観
音
に
関
す
る
仏
典
は
長
安
に
て
求
得
の
『
聖
観
自
在

菩
薩
心
真
言
瑜
伽
観
行
儀
軌
』
一
巻 

不
空
、『
聖
観
自
在
菩
薩
根
本
心
真
言
観
布

字
輪
観
門
』
一
巻
が
あ
る
。 

な
お
、
こ
の
横
川
中
堂
に
つ
い
て
は
、
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
梵
照
に
よ
っ

て
撰
述
さ
れ
た
、
第
一
八
世
天
台
座
主
慈
恵
大
師
良
源
（
九
一
二
│
九
八
五
）
の

伝
記
で
あ
る
『
慈
恵
大
僧
正
拾
遺
伝
』
に
、「
同
年
改
二│

造
横
川
中
堂
一

。
奉
二│

造
等

身
不
動
明
王
像
一

、
設
二

於
大
会
一

奉
レ

開
二│

眼
之
一

。（
以
下
省
略
）」（『
続
天
全
』
史

伝
部
二
、
二
〇
六
頁
上
）
と
あ
り
、
良
源
が
天
延
元
年
（
九
七
三
）
に
改
造
し
、

等
身
の
不
動
明
王
を
造
像
し
て
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
改
造
に
よ

り
横
川
中
堂
は
本
尊
の
観
音
と
脇
侍
の
毘
沙
門
天
に
不
動
明
王
が
追
加
さ
れ
、
観

音
・
不
動
・
毘
沙
門
天
三
尊
の
天
台
様
式
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

⑵　

法
華
総
持
院
の
建
立
と
熾
盛
光
法
の
始
修

次
に
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
詔
が
下
っ
た
法
華
総
持
院
の
建
立
と
熾
盛
光

法
の
始
修
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、

嘉
祥
三
年
三
月
に
仁
明
天
皇
が
崩
御
し
、
四
月
に
文
徳
天
皇
が
即
位
し
た
後
、
ま

も
な
く
円
仁
は
以
下
の
よ
う
な
文
を
上
奏
し
て
い
る
。「
大
師
奏
曰
、
除
レ

災
致
レ

福
、

熾
盛
光
仏
頂
、
是
為
二

最
勝
一

。
是
故
唐
朝
道
場
之
中
、
恆
修
二

此
法
一

、
鎮
二│

護
国

基
一

。
街
西
街
東
諸
内
供
奉
、
持
念
僧
等
、
互
相
為
レ

番
。
奉
レ

祈
二 

宝
祚
一

。
又
街

東
青
龍
寺
裏
、
建
二│

立 

皇
帝
本
命
道
場
一

、
勤
二│

修
真
言
秘
法
一

。
今
須
下

建
二│

立
持

念
道
場
護
摩
壇
一

、
奉
二│

為 

陛
下
一

、
修
中

此
法
上

。
唯
建
立
之
処
、
先
師
昔
点
定
矣
。

書
奏
降
レ 

詔
曰
、
朕
特
発
二

心
願
一

、
於
二

彼
峯
一

建
二│

立
総
持
院
一

、
興
二│

隆
仏
法
一

。」

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
六
八
頁
上
）
と
あ
り
、
長
安
青
龍
寺
の
皇
帝
本
命
道
場

に
お
い
て
、
鎮
護
国
家
の
た
め
の
除
災
致
福
の
法
と
し
て
最
勝
で
あ
る
熾
盛
光
仏

頂
法
が
、
長
安
の
持
念
の
僧
ら
に
よ
っ
て
常
に
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
長
安

青
龍
寺
の
裏
に
皇
帝
本
命
道
場
が
建
立
さ
れ
、
真
言
の
秘
法
が
勤
修
さ
れ
て
い
た

と
述
べ
、
除
災
致
福
の
熾
盛
光
法
を
天
皇
の
た
め
に
修
し
、
先
師
最
澄
が
昔
定
め

た
場
所
に
総
持
院
を
建
立
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
）
15
（

。

こ
の
奏
上
に
よ
り
、
文
徳
天
皇
は
心
願
を
発
し
て
先
師
最
澄
が
か
つ
て
点
定
し

た
比
叡
山
の
峯
に
総
持
院
を
建
立
す
べ
き
の
詔
を
下
し
て
い
る
。『
類
聚
三
代
格
』

巻
二
の
嘉
祥
元
年
六
月
一
五
日
「
修
二│

法
潅
頂
一

事
」
に
所
載
の
嘉
祥
元
年
六
月
一

五
日
太
政
官
符
所
引
円
仁
上
表
に
お
い
て
も
、「
今
望
、
於
二

此
雲
峯
先
帝
本
願
之

地
一

、
奉
二│

為
国
家
一

、
永
修
二

潅
頂
一

。」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
五
巻
、
七

〇
頁
）
と
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
右
大
臣
宣
、
奉
レ　

勅
、
依
レ

請
」
と
、
潅
頂

を
修
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
九
月
に
出
さ
れ
た
詔
に

は
、「
総
持
院
置
二

十
四
僧
一

。」
と
あ
り
、
一
四
名
の
僧
侶
が
総
持
院
に
置
か
れ
る

こ
と
に
な
り
、
こ
の
修
法
が
朝
廷
に
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（『
続

天
全
』
史
伝
部
二
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
六
八
頁
上
│
下
、『
類
聚
三

代
格
』
巻
二 
修
二│

法
潅
頂
一

事
）。
こ
の
一
四
名
の
僧
侶
に
つ
い
て
は
、
三
千
院
本

『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
っ
て
そ
の
詳
細
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
太
政
官
牒 
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史　　　窓

延
暦
寺 

定
二

総
持
院
拾
肆
僧
一

事 

伝
灯
大
法
師
位
恵
高
、
年
四
十
九
、
臈
二
十
二 

伝
灯

法
師
位
法
慶
、
年
五
十
八
、
臈
二
十
五 

伝
灯
法
師
位
承
誓
、
年
三
十
七
、
臈
十
四 

伝
灯
満

位
僧
安
亮
、
年
三
十
四
、
臈
十
四 

伝
灯
満
位
僧
昌
遠
、
年
三
十
八
、
臈
十
二 

伝
灯
住
位
僧

賢
仁
、
年
四
十
四
、
臈
十
六 

伝
灯
住
位
僧
観
栖
、
年
四
十
二
、
臈
十
四 

伝
灯
住
位
僧
安
勢
、

年
三
十
五
、
臈
十
四 
伝
灯
住
位
僧
証
審
、
年
三
十
五
、
臈
十
一 

伝
灯
住
位
僧
証
皦
、
年
三

十
、
臈
十
一 

伝
灯
住
位
僧
道
行
、
年
三
十
、
臈
九 

伝
灯
住
位
僧
承
岑
、
年
三
十
一
、
臈
八 

伝
灯
住
位
僧
種
演
、
年
三
十
八
、
臈
七 

伝
灯
住
位
僧
観
朗
、
年
三
十
二
、
臈
五
」（『
続

天
全
』
史
伝
部
二
、
五
六
頁
上
下
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
四
僧
に
任
命
さ
れ
た

当
時
の
僧
階
、
法
名
、
年
齢
と
臈
次
が
判
明
し
て
い
る
。『
文
徳
実
録
』
の
嘉
祥

三
年
（
八
五
〇
）
九
月
己
丑
（
一
五
日
）
条
に
も
、「
是
日
、
内
供
奉
大
法
師
円

仁
奏
置
二

天
台
総
持
院
十
四
禅
師
一

、
簡
二

練
行
者
一

以
充
レ

之
。
永
不
レ

絶
。」（『
新

訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
巻
、『
文
徳
実
録
』
巻
二
、
一
九
頁
）
と
あ
り
、
九
月

一
五
日
に
一
四
僧
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
は
練
行
の
者
が
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
、
九
月
一
四
日
の
太
政
官
牒
に
よ
る
と
、
こ
の
円
仁
の
奏
上
に
対

す
る
右
大
臣
の
宣
に
は
、「
事
須
二

毎
月
両
番
一

、
昼
夜
不
レ

絶
、
如
レ

法
祇
行
。」

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
三
千
院
本
『
慈
覚
大
師
伝
』
五
六
頁
下
）
と
あ
り
、
毎

月
両
番
、
昼
夜
を
絶
え
ず
法
の
ご
と
く
行
う
べ
き
こ
と
が
通
達
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
十
四
僧
供
料
」
と
し
て
、「
一
准
二

定
心
院
十
禅
師
法
一

、
雑
使
五
人
料 
毎

日
白
米
漆
升
肆
合
、
沙
弥
二
人 

人
別
二
升
、
堂
童
子
一
人
、
駆
使
二
人 

人
別
一

升
二
合
」（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
三
千
院
本
『
慈
覚
大
師
伝
』
五
七
頁
上
）
と

あ
り
、
供
養
料
の
内
容
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
熾
盛
光
法
は
、
後
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
円
仁
の
入
唐
求
法
が
も
た

ら
し
た
大
き
な
成
果
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
阿
娑
縛
抄
』「
熾

盛
光
法
日
記
集
」（『
日
仏
全
』
第
五
八
、
七
九
頁
上
）
に
詳
し
い
。

熾
盛
光
法
日
記
集

仁
明
御
宇

一
嘉
祥
二
年
九
月
十
四
日
、
於
二

惣
持
院
一

慈
覚
大
師 

撰
。
二（七
歟
）
〇
口
助
修
被
レ

修
二

此
法
一

。
惣
持
院
被
レ

置
二

十
四
禅
師
一

、
始
二

于
此
時
一

。
山
門
云
二

鎮
護
国

家
道
場
一

此
謂
也
、
云
々

持
明
房
云
、
古
人
云
、
大
唐
青
龍
寺
勅
置
二

本
命
潅
頂
道
場
一

、
是
国
主
御
本

命
院
也
。
仍
代
々
皇
帝
敬
二│

重
彼
本
命
院
一

尤
盛
也
。 

慈
覚
大
師
被
レ

移
二

青
龍

寺
御
本
命
院
一

。
於
二

当
朝
上
都
延
暦
寺
一

、
建
二│

立
惣
持
院
一

、
為
二

公
家
御
本

命
院
一

。
天
帝
感
悦
、
即
賜
二

勅
詔
一

云
々
。
故
代
々
公
家
、
殊
敬
二│

重
此
院
一

、

云
々
。

こ
こ
で
は
、
初
め
て
熾
盛
光
法
を
修
し
た
年
代
が
仁
明
御
宇
の
嘉
祥
二
年
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
取
り
上
げ
た
嘉
祥
三
年
九
月
一
四
日
付
の
太
政
官

牒
の
年
次
を
指
す
と
見
ら
れ
る
の
で
、
嘉
祥
二
年
は
三
年
の
誤
写
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

上
記
の
文
に
続
い
て
、
熾
盛
光
法
が
行
わ
れ
た
年
代
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

「
熾
盛
光
法
奉
修
年
表
」

年　

代

月　

日

場　

所

 

実
施
の
理
由

①
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）

②
延
喜
一
一
年
（
九
一
一
）

③
天
慶
七
年
（
九
四
四
）

④
天
慶
八
年
（
九
四
五
）

⑤
天
暦
三
年
（
九
四
九
）

⑥
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）

⑦
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）

⑧
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）

夏秋七
月
一
六
日

一
二
月
四
日

七
月
二
九
日

九
月
二
二
日

七
月
一
二
日

一
〇
月
二
四
日

惣
持
院
塔
下

豊
楽
院

惣
持
院

惣
持
院

大
日
殿

仁
寿
殿

定
林
房

賀
陽
院
小
寝
殿

禁
中
頻
有
鷺
怪

消
除
天
変
・
玉
体
安
穏

除
天
変
災

消
除
天
変
災

藤
原
師
実
御
悩
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こ
の
表
に
よ
る
と
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
以
降
盛
ん
に
修
さ
れ
て
お
り
、
建

永
元
年
（
一
二
〇
六
）
以
降
は
比
叡
山
の
法
華
総
持
院
内
の
熾
盛
光
堂
に
て
多
く

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
比
叡
山
根
本
中
堂
に
お
い
て
四
年
に
一
度

の
四
月
に
御
修
法
と
し
て
厳
修
さ
れ
て
お
り
、
天
台
密
教
が
伝
わ
っ
て
い
る
青
蓮

院
門
跡
に
お
い
て
は
年
に
二
度
行
わ
れ
て
い
る
。
円
仁
が
唐
よ
り
伝
来
の
熾
盛
光

法
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
新
求
目
録
』
の
青
蓮
院
本
に
は
、
こ
の
修
法
に
関
す
る
仏
典
と
し
て
、『
電
光
熾

盛
可
畏
形
羅
剎
斯
金
剛
最
勝
明
経
』
一
巻
、『
熾
盛
光
威
徳
仏
頂
念
誦
儀
軌
』
一

巻
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
修
法
に
当
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶　

文
殊
楼
院
（
常
坐
三
昧
院
）
の
創
建

現
在
、
比
叡
山
東
塔
の
虚
空
蔵
尾
に
あ
る
文
殊
楼
院
（
一
行
三
昧
院
）
の
創
建

も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
堂
舎
は
、
最
澄
が
常
坐
三
昧
実
修
の
道
場
と
し
て

構
想
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
り
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
「
大
師
是

歳
奏
下

可
レ

造
二

文
殊
楼
一

之
状
上

。
特
有
レ　

詔
給
二

造
料
一

。
三
年
、
以
二

臺
山
霊
石
一

、

埋
二

其
五
方
一

、
始
作
二

件
楼
一

。 

王
公
庶
人
、
帰
レ

心
合
レ

力
。」（『
続
天
全
』
史
伝

部
二
、
七
〇
頁
上
）
と
あ
り
、
五
台
山
よ
り
将
来
し
た
土
石
を
貞
観
三
年
（
八
六

一
）、
壇
の
五
方
に
埋
め
て
王
公
庶
人
が
力
を
合
わ
せ
て
文
殊
楼
を
建
立
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
土
石
は
、
後
年
文
殊
楼
の
焼
亡
に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
た
が
、
良
源
が
一
篋

を
開
い
た
と
こ
ろ
、
円
仁
が
五
台
山
よ
り
取
得
し
た
「
五
台
師
子
跡
土
」
と
の
銘

文
の
あ
る
一
裹
物
を
見
つ
け
、
再
び
文
殊
の
師
子
の
足
下
に
置
い
た
と
い
う
話
が

『
慈
恵
大
僧
正
伝
』（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
一
九
五
頁
上
│
下
）
に
伝
わ
っ
て

い
る
）
16
（

。
そ
し
て
、
円
仁
は
熱
病
を
患
っ
た
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
正
月
一
三
日
、

諸
弟
子
に
言
い
残
し
た
遺
戒
に
お
い
て
こ
の
文
殊
楼
に
も
触
れ
て
お
り
、「
文
殊

⑨
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）

⑩
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）

⑪
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）

⑫
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）

⑬
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）

⑭
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）

⑮
天
治
二
年
（
一
一
二
五
）

⑯
天
承
二
年
（
一
一
三
二
）

⑰
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）

⑱
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）

⑲
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）

⑳
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）

㉑
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）

㉒
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）

㉓
建
仁
四
年
（
一
二
〇
四
）

㉔
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）

㉕
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）

㉖
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）

㉗
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）

㉘
同　

三
年
（
一
二
〇
九
）

㉙
同　

四
年
（
一
二
一
〇
）

㉚
同
年
（
一
二
一
〇
）

㉛
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）

㉜
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）

㉝
同
年
（
一
二
一
二
）

㉞
同
年
（
一
二
一
二
）

㉟
同
三
年
（
一
二
一
三
）

㊱
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）

㊲
同
三
年
（
一
二
一
五
）

㊳
同
四
年
（
一
二
一
六
）

㊴
同
五
年
（
一
二
一
七
）

㊵
同
七
年
（
一
二
一
八
）

㊶
同
年
（
一
二
一
九
）

㊷
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

㊸
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）

㊹
同
年
（
一
二
三
九
）

㊺
同
年
（
一
二
三
九
）

㊻
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）

㊼
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）

㊽
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）

一
〇
月
一
九
―
二
〇
日

正
月
一
〇
日

三
月
五
日

一
一
月
朔
日

正
月

四
月
二
七
日

八
月
五
日

三
月
二
〇
日

九
月
一
三
日

一
二
月
一
六
日

二
月
一
六
日

九
月
二
一
日

七
月
二
三
日

一
一
月
八
│
二
四
日

二
月
八
日

二
月

七
月
一
五
日

三
月
二
二
日

三
月
二
五
│
四
月
一
日

正
月
八
―
一
四
日

七
月
八
日

一
〇
月
四
日

九
月
二
日

正
月
一
〇
│
一
七
日

七
月
四
日

一
一
月
一
六
日

七
月
一
二
日
│
二
三
日

一
一
月
六
日

一
一
月
三
日

八
月
五
日

閏
二
月
一
六
│
二
三
日

九
月
一
二
日

閏
九
月

二
月

六
月

一
二
月

正
月

七
月
二
七
日

三
月
七
日

仁
寿
殿

仁
寿
殿
西
母
屋

新
大
炊
殿

土
御
門
内
裏

三
条
東
殿
西
対

禁
中

禁
中

青
蓮
院
和
尚
房
壇
所

押
小
路
東
洞
院
新
内
裏

閑
院
殿

春
日
殿

平
等
院
本
堂

法
勝
寺

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

水
無
瀬
殿
馬
場
殿

熾
盛
光
堂

今
出
川
殿

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

熾
盛
光
堂

隆
親
卿
亭

閑
院
内
裏
広
御
所

天
変
地
夭

蝕
、
鳥
羽
院
御
慎
不
軽

奉
為
聖
主

天
変

待
賢
門
院
息
災
延
寿
除
障
怖
畏

消
字
星
並
地
震
等

星
変

公
家
御
祈

天
変
降
雨
御
祈

院
御
祈

一
院
御
祈

彗
星
御
祈

関
白
御
祈
、
彗
星
出
現

公
家
御
祈

禅
定
大
閣
御
祈

天
変
御
祈

禅
定
大
閣
御
祈

公
家
御
祈

客
星
彗
星
変
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史　　　窓

楼
結
搆
功
成
、
欲
レ

属
二 

公
家
一

。
我
没
之
後
、
若
有
二

造
畢
一

、
慎
勿
レ

失
二

本
意
一

。」

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
七
〇
頁
下
）
と
あ
り
、

文
殊
楼
の
完
成
後
は
公
家
に
付
嘱
し
た
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
天
台
座
主
記
』

の
青
蓮
院
本
に
は
、「
同
（
貞
観
）
三
年
（
中
略
）
六
月
七
日
奉
二│

造
文
殊
像
一

以
二

五
臺
香
木
一

入
二

中
心
一

。
十
月
周
旋
供
養
。
大
師
遷
化
之
後
、
貞
観
十
二
年
四
月

十
九
日
依
二

大
師
遺
嘱
一

寄
二│

進
清
和
院
一

。
慈
恵
大
師
山
務
天
元
三
年
十
月
一
日

移
二│

造
虚
空
蔵
峯
一

。」（
一
二
頁
）
と
見
え
、
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
六
月
七
日
文

殊
像
の
胎
内
に
五
台
山
の
香
木
を
入
れ
、
一
〇
月
に
供
養
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
香
木
は
、『
新
求
目
録
』
の
青
蓮
院
本
に
記
載
の
「
柴
木
一
条
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
文
殊
楼
院
は
円
仁
遷
化
の
後
の
貞
観
一
二
年
（
八

七
〇
）
四
月
一
九
日
、
円
仁
の
遺
嘱
に
従
っ
て
清
和
天
皇
（
八
五
〇
│
八
八
〇
、

在
位
八
五
八
│
八
七
六
）
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、

元
慶
五
年
（
八
八
一
）
三
月
一
一
日
己
未
、「
勅
、
清
和
院
大
浦
庄
墾
田
二
十
八

町
五
段
百
八
十
九
歩
、
在
二

近
江
国
浅
井
郡
一

。
依
二

院
牒
状
一

、
永
施
二│

捨
延
暦
寺

文
殊
楼
七
躯
大
聖
文
殊
并
五
仏
燃
灯
修
理
等
料
一

。
庄
内
浪
人
、
同
以
寄
充
。
宜

令
三

国
司
専
二│

当
其
事
一

。」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
、『
日
本
三
代
実
録
』
巻

三
九
、
四
九
五
頁
）
と
あ
り
、
勅
に
よ
っ
て
近
江
国
浅
井
郡
の
清
和
天
皇
領
の
墾

田
が
、
院
の
牒
状
を
受
け
て
、
文
殊
楼
七
躯
大
聖
文
殊
と
五
仏
燃
灯
の
供
養
修
理

な
ど
の
料
と
し
て
施
入
さ
れ
、
庄
内
の
浪
人
も
同
じ
く
寄
せ
充
て
ら
れ
た
。

な
お
ま
た
『
叡
岳
要
記
』
上
に
も
、「
貞
観
二
年
大
師
文
殊
閣
可
二

制
作
一

状
具

注
言
上
。（
中
略
）
同
三
年
臺
山
霊
石
埋
二

壇
五
方
一

始
作
。
六
月
七
日
奉
レ

造
二

文

殊
尊
像
一

、
五
臺
山
香
木
入
二

其
中
心
一

安
二│

置
楼
下
一

。」（『
新
校
群
書
類
従
』
巻
第

四
三
九
、
一
九
九
頁
上
）
と
あ
り
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
と
同
様
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
貞
観
一
八
年
（
八
七
六
）
六
月
一
五
日
庚

申
条
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
故
延
暦
寺
座
主
慈
覚
本
願
文
殊
五
間

影
嚮
楼
一
基
、
高
五
丈
三
尺
、
広
五
丈
三
寸
、
縦
三
丈
八
尺
。
安
二│

置
正
体
文
殊

坐
像
一
躯
、
高
四
尺
八
寸
、
化
現
文
殊
乗
師
子
立
像
一
躯
、
高
八
尺
、
脇
侍
文
殊

立
像
四
躯
、
高
各
五
尺
三
寸
、
侍
者
化
現
文
殊
童
子
立
像
一
躯
、
高
五
尺
三
寸
、

師
子
御
者
化
現
文
殊
大
士
立
像
一
躯
、
高
五
尺
三
寸
一

。」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系

『
日
本
三
代
実
録
』
巻
二
九 

清
和
天
皇
、
三
七
七
頁
）
と
あ
り
、
高
さ
五
丈
三
尺
、

広
さ
五
丈
三
寸
、
縦
三
丈
八
尺
の
文
殊
楼
の
内
に
、
高
さ
四
尺
八
寸
の
正
体
文
殊

坐
像
一
躯
、
高
さ
八
尺
の
化
現
文
殊
乗
師
子
立
像
一
躯
、
高
さ
各
五
尺
三
寸
の
脇

侍
文
殊
立
像
四
躯
、
高
さ
各
五
尺
三
寸
の
侍
者
化
現
童
子
立
像
一
躯
、
高
さ
五
尺

三
寸
の
師
子
御
者
化
現
文
殊
大
士
立
像
一
躯
を
安
置
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。こ

の
文
殊
信
仰
に
つ
い
て
、
円
仁
は
文
殊
菩
薩
の
聖
地
で
あ
る
五
台
山
に
お
い

て
見
聞
し
て
い
る
の
で
、
以
下
そ
の
概
要
を
見
て
み
よ
う
。

『
巡
礼
記
』
開
成
五
年
四
月
二
八
日
条
に
、「
便
入
二

停
点
普
通
院
一

、
礼
二│

拝
文

殊
師
利
菩
薩
像
一

。」（
小
野
二
、
四
一
九
頁
）
と
見
え
、
五
台
山
の
聖
域
に
入
っ

た
円
仁
は
ま
ず
文
殊
師
利
菩
薩
像
に
礼
拝
し
た
後
、
五
月
五
日
条
に
は
、「
大
衆

同
音
念
二

尺
迦
牟
尼
仏
・
弥
勒
尊
仏
・
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
・
一
万
菩
薩
・
一
切

菩
薩
摩
訶
一

。」（
小
野
二
、
四
四
一
頁
）
と
あ
り
、
竹
林
寺
に
て
大
衆
が
釈
迦
牟

尼
仏
と
文
殊
師
利
菩
薩
を
念
じ
て
い
る
様
子
を
見
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
一
七
日

の
夜
、
菩
薩
堂
院
に
て
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
像
を
礼
拝
し
て
お
り
、「
開
レ

堂
礼
二│

拝
大
聖
文
殊
菩
薩
像
一

。
容
貌
顒
然
、
端
厳
無
レ

比
。」（
小
野
三
、
三
頁
）
す
な
わ

ち
文
殊
菩
薩
像
の
容
貌
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
。

な
お
、『
座
主
記
』
に
よ
れ
ば
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
一
〇
月
一
日
に
良
源
が
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慈覚大師円仁入唐求法の成果

こ
の
文
殊
楼
院
を
比
叡
山
東
塔
北
谷
の
虚
空
蔵
尾
の
峯
に
移
築
し
た
こ
と
が
窺
え

る
。

⑷　

赤
山
禅
院
の
創
建

寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
見
ら
れ
る
円
仁
の
遺
戒
に
は
、「
我
昔
入
唐

求
法
之
日
、
有
下

為
二

天
衆
神
祇
一

、
書
二│

写
金
光
明
経
千
部
一

、
又
為
二

赤
山
神
一

、

造
二

禅
院
一

之
願
上

。
是
為
レ

令
下

求
法
之
事
無
上
レ

有
二

障
礙
一

也
。
若
写
二

彼
経
一

者
、

可
レ

安
二│

置
文
殊
楼
一

。
唯
至
二

禅
院
一

、
庶
道
心
同
志
者
、
遂
二

此
宿
願
一

。」（『
続
天

全
』
史
伝
部
二
、
七
〇
頁
下
│
七
一
頁
上
）
と
あ
り
、
昔
入
唐
求
法
が
障
礙
な
く

行
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
へ
の
感
謝
を
込
め
て
、
天
衆
神
祇
の
た
め
に
『
金
光
明

経
』
千
部
を
書
写
し
て
文
殊
楼
に
安
置
す
る
と
と
も
に
、
赤
山
神
の
た
め
に
禅
院

を
造
立
し
た
い
と
の
願
を
起
こ
し
て
い
る
。『
巡
礼
記
』
に
は
赤
山
神
に
関
す
る

記
述
は
な
い
が
、
開
成
四
年
（
八
三
九
）
六
月
か
ら
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
二
月

ま
で
滞
在
し
た
赤
山
に
鎮
座
す
る
神
を
勧
請
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
在

世
中
そ
の
願
は
叶
わ
ず
、
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
よ
る
と
、「
仁
和
四

年
、
建
二│

立
大
師
本
願
禅
院
一

。
是
南
大
納
言
山
荘
也
。
在
二

延
暦
寺
西
坂
下
一

、
大

衆
合
レ

力
、
以
二

銭
二
百
貫
一

買
得
也
。
寛
平
二
年
、
太
政
大
臣
越
前
公
施
二│

入
年
給

一
分
一
人
一

。
其
状
云
、
為
レ

支
二

天
台
教
主
慈
覚
大
師
本
願
一

。
奉
二

施
入
一

如
レ

件
。

伝
聞
、
大
師
昔
者
踰
二

鼇
波
一

求
二

象
徴
一

、
即
在
二

西
唐
一

発
下

欲
レ

建
二

禅
院
一

之
願
上

。」

（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
七
三
頁
下
）
と
あ
り
、
円
仁
入
滅
後
の
仁
和
四
年
（
八

八
八
）
諸
弟
子
が
延
暦
寺
西
坂
本
に
あ
っ
た
大
納
言
南
淵
年
名
（
八
〇
八
│
八
七

七
）
の
山
荘
を
買
い
取
り
、
大
衆
が
こ
の
院
を
建
立
し
、
寛
平
二
年
に
太
政
大
臣

藤
原
基
経
（
八
三
六
│
八
九
一
）
が
年
給
一
分
一
人
を
施
入
し
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
こ
の
赤
山
禅
院
（
京
都
市
左
京
区
修
学
院
）
は
比
叡
山
東
塔
西
谷
に
所
属

し
、
現
在
も
皇
城
鬼
門
の
守
護
神
と
し
て
鎮
座
し
て
い
る
。

三　

比
叡
山
に
お
け
る
円
仁
将
来
物
の
保
存

最
後
に
、
円
仁
将
来
物
の
保
存
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。『
天
台
座
主
記
』

に
は
、
入
滅
の
前
日
で
あ
る
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
正
月
一
三
日
の
円
仁
の
奏
聞

が
記
さ
れ
て
お
り
、
円
仁
の
将
来
典
籍
す
な
わ
ち
、
真
言
密
教
典
籍
と
顕
教
典
籍

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
と
、

今
日
真
言
法
門
検
封
事
奏
二│

聞
之
一

叡
山
沙
門
円
仁
謹
言

請
下

以
二

先
師
並
円
仁
所
レ

求
真
言
法
門
及
図
画
曼
荼
羅
等
一

安
二│

置
総
持
院
一

令
中

門
徒
阿
闍
梨
検
校
伝
弘
上

事

合先
師
所
レ

求
色
目
在
レ
別 

円
仁
所
レ

求

右
道
之
為
レ

道
在
レ

不
レ

忘
レ

伝
。
何
況
真
言
之
法
是
秘
中
秘
乎
。
乃
有
二

先
師

所
レ

求
真
言
法
門
一

、
元
来
混
二│

雑
顕
教
法
門
一

同
納
二

寺
家
経
蔵
一

。
復
有
二

円

仁
入
唐
求
法
之
日
所
レ

得
真
言
法
門
並
曼
荼
羅
道
具
等
一

、
頃
年
置
二

秘
経
蔵
一

未
レ

納
二

公
家
経
蔵
一

、
若
準
レ

旧
私
安
二│

置
寺
家
経
蔵
一

者
恐
非
二

其
道
一

人
之
類

輙
有
二

披
見
一

歟
。
加
以
総
持
院
者
先
師
所
レ

号
也
。
本
意
固
為
下

安
二│

置
真
言

法
門
一

鎮
二│

護
国
家
一

福
中│

利
人
民
上

。
今
冀
前
後
両
度
真
言
法
門
曼
荼
羅
道
具

等
並
安
二│

置
総
持
院
一

殊
令
二

検
知
伝
弘
一

。
其
後
令
下

円
仁
門
徒
中
所
二

推
譲
一

阿
闍
梨
相
続
相
承
検
校
伝
弘
上

。
円
仁
所
二

求
得
一

顕
教
法
門
悉
以
加
二│

納
寺
家

経
蔵
一

。
又
件
新
度
顕
密
法
門
依
二

先
師
式
一

不
レ

出
レ

門
。
伏
望
蒙
レ

降
二

勅
制
一

令
二

後
代
人
殊
慎
守
一レ

之
。
然
則 

前
帝
御
願
弥
増
レ

光
餝
二

先
師
本
願
一

倍
有
二

満
足
一

。
謹
録
二

事
由
一

、
伏
聴
二 

処
分
一

。

貞
観
六
年
正
月
十
三
日　

前
入
唐
求
法
沙
門
大
法
師
位
円
仁
（『
天
台
座
主
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記
』
一
四
│
一
五
頁
）

と
あ
る
。
円
仁
将
来
の
真
言
法
門
・
曼
荼
羅
道
具
な
ど
は
近
年
秘
経
蔵
に
置
き
、

い
ま
だ
公
家
の
経
蔵
に
納
め
て
お
ら
ず
、
旧
例
に
準
じ
て
私
に
寺
家
の
経
蔵
に
安

置
し
た
な
ら
ば
、
道
に
あ
ら
ざ
る
人
に
披
見
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
前
後
両
度
す
な
わ
ち
最
澄
・
円
仁
将
来
の
真
言
法
門
・
曼
荼
羅
道
具
等

の
密
教
関
係
は
法
華
総
持
院
に
安
置
し
て
、
円
仁
門
徒
の
う
ち
で
推
薦
さ
れ
た
阿

闍
梨
が
相
続
し
て
検
校
し
伝
弘
さ
せ
る
べ
き
こ
と
、
円
仁
求
得
の
顕
教
法
門
は
全

て
寺
家
の
経
蔵
（
根
本
経
蔵
）
に
納
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
澄
の
教

え
に
よ
っ
て
山
門
の
外
に
出
さ
な
い
こ
と
を
勅
に
よ
っ
て
後
代
の
人
に
守
ら
せ
る

べ
き
こ
と
を
上
申
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
円
仁
入
滅
の
翌
日
で
あ
る
正
月
一
五
日
、「
左
大
弁
官
下 

延

暦
寺 

応
レ

勘
二│

知
故
座
主
円
仁
大
法
師
房
中
秘
密
書
竝
雑
物
等
一

事
。（
中
略
）
宜
下

安
恵
大
法
師
執
二│

当
其
事
一

毎
レ

色
勘
知
納
中│

置
惣
持
院
上

。
不
レ

可
二

疎
略
一

。」（『
座

主
記
』
一
五
頁
）
と
の
太
政
官
符
が
下
り
、
円
仁
の
弟
子
で
二
月
一
六
日
に
第
四

世
座
主
と
な
る
安
恵
（
八
〇
五
│
八
六
八
）
が
検
校
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
経
蔵
は
貞
観
一
三
年
（
八
七
一
）
の
官
符
に
よ
る
と
「
総
持
院
真
言

蔵
」（『
智
証
大
師
全
集
』
下
・
一
三
二
四
頁
下
『
余
芳
編
年
雑
集
』）
と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
密
教
典
籍
は
円
珍

の
『
大
毘
盧
遮
那
成
道
経
義
釈
目
録
』（『
智
証
大
師
全
集
』
中
・
七
一
四
頁
上
）

に
よ
る
と
、「
総
持
院
本
」、「
総
持
院
蔵
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
真
言
蔵
は
承
平
五
年
（
九
三
五
）
を
は
じ
め
法
華
総
持
院
の
数
度

の
火
災
に
よ
り
焼
失
し
）
17
（

、『
天
台
座
主
記
』
に
は
、「
今
年
（
天
元
三
年
）
先
造
二

前
唐
院
一

、
又
移
二│

作
根
本
経
蔵
宝
蔵
一

。」（
四
五
頁
）
と
あ
り
、
天
元
三
年
（
九

八
〇
）
良
源
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
総
持
院
か
ら
前
唐
院
へ
真

言
蔵
を
移
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
18
（

。

そ
し
て
、
佐
藤
哲
英
師
に
よ
り
前
唐
院
所
蔵
の
書
籍
目
録
が
比
叡
山
南
渓
蔵
に

伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
）
19
（

、
近
年
武
覚
超
師
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
二
種

の
目
録
の
詳
細
な
対
比
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
）
20
（

の
で
、
先
学
の
研
究
に
依
り
な
が

ら
円
仁
将
来
本
の
保
存
状
況
を
窺
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
嘉
保
二
年

（
一
〇
九
五
）
に
調
査
さ
れ
た
『
勘
定
前
唐
院
見
在
書
目
録
』
に
第
一
厨
子
・
第

二
厨
子
合
わ
せ
て
四
九
八
点
の
典
籍
曼
荼
羅
図
像
な
ど
が
載
っ
て
お
り
、
建
暦
二

年
（
一
二
一
二
）
書
写
の
『
前
唐
院
法
文
新
目
録
』
に
第
一
厨
子
中
階
・
下
階
合

わ
せ
て
三
七
〇
点
の
書
目
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
円
仁
将
来
目
録
三
種
と
対
比

さ
せ
る
と
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
保
存
状
況
が
明
ら
か
に
な
り
、

円
仁
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
目
の
割
合
は
『
勘
定
前
唐
院
見
在
書
目
録
』
が

四
五
・
七
％
、『
前
唐
院
法
文
新
目
録
』
が
三
八
・
五
％
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
。

　
　

結　

語

本
稿
で
は
、
慈
覚
大
師
円
仁
が
入
唐
求
法
九
年
三
カ
月
間
に
揚
州
・
五
台
山
・

長
安
等
に
お
い
て
見
聞
し
体
験
し
修
学
し
た
こ
と
や
、
仏
典
等
の
蒐
集
及
び
仏
教

諸
法
門
の
受
法
な
ど
の
経
験
が
、
承
和
一
四
年
（
八
四
七
）
九
月
の
帰
国
後
に
い

か
な
る
成
果
と
し
て
表
れ
、
比
叡
山
仏
教
の
確
立
や
日
本
天
台
宗
の
発
展
に
寄
与

し
た
か
に
つ
い
て
論
究
し
た
。

一
「
比
叡
山
諸
法
儀
の
始
修
と
整
備
」
⑴
「
法
華
懺
法
の
改
伝
」
に
つ
い
て
は
、

赤
山
法
華
院
で
の
『
法
華
経
』
の
講
経
や
新
羅
風
の
礼
懺
儀
式
の
見
聞
、
ま
た
五

台
山
の
諸
処
で
盛
ん
に
修
さ
れ
て
い
た
天
台
の
法
華
三
昧
の
行
法
を
参
考
に
し
つ
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つ
、「
法
華
懺
法
」
と
し
て
改
伝
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
現
行
の
『
台

宗
課
誦
』
所
収
の
「
法
華
懺
法
」
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。  

⑵
「
不
断
念
仏
の
始
修
」
に
つ
い
て
は
、
円
仁
が
五
台
山
竹
林
寺
で
法
照
の
五

会
念
仏
を
学
ん
で
比
叡
山
に
伝
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。
円
仁
は
、
竹
林
寺
斎
礼
仏

式
に
参
加
す
る
中
で
五
会
念
仏
に
出
会
い
、
さ
ら
に
長
安
章
敬
寺
に
お
い
て
も
鏡

霜
よ
り
五
会
念
仏
を
見
聞
し
て
い
る
。
こ
の
円
仁
相
伝
の
念
仏
三
昧
は
「
常
行
三

昧
」「
弥
陀
念
仏
」「
不
断
念
仏
」「
例
時
」
等
と
呼
ば
れ
、
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

多
少
の
変
遷
は
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
現
在
「
例
時
作
法
」
の
名
で
朝
暮
の
勤
行
と

し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

⑶
「
潅
頂
の
始
修
及
び
菩
薩
戒
の
伝
授
」
に
つ
い
て
は
、
長
安
で
の
潅
頂
に
よ

る
胎
蔵
界
・
金
剛
界
・
蘇
悉
地
三
部
の
受
法
や
、
結
縁
潅
頂
の
見
聞
に
基
づ
き
、

嘉
祥
三
年
（
八
四
九
）
潅
頂
を
始
修
し
一
千
余
人
に
授
け
た
。
そ
の
後
、
文
徳
天

皇
や
惟
仁
親
王
（
後
の
清
和
天
皇
）、
藤
原
良
相
等
に
伝
授
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
淳
和
太
后
は
じ
め
百
余
人
に
菩
薩
戒
も
授
け
て
い
る
。
円
仁

の
伝
え
た
潅
頂
は
、
密
教
相
伝
の
最
重
要
行
事
と
し
て
現
在
に
伝
承
さ
れ
、
延
暦

寺
潅
頂
や
結
縁
潅
頂
と
し
て
毎
年
比
叡
山
で
厳
修
さ
れ
て
い
る
。

⑷
「
浄
土
院
廟
供
の
始
修
」
に
つ
い
て
は
、
円
仁
が
か
つ
て
五
台
山
滞
在
中
竹

林
寺
に
お
け
る
廟
供
を
習
い
、
先
師
最
澄
の
御
廟
所
に
お
い
て
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
廟
供
の
内
容
は
、
文
献
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
最
澄
廟
供
の
精
神
は

受
け
継
が
れ
、
一
二
年
籠
山
行
と
し
て
侍
真
僧
に
よ
り
現
在
も
日
々
修
さ
れ
て
い

る
。⑸

「
天
台
大
師
供
の
始
修
」
に
つ
い
て
は
、
揚
州
開
元
寺
で
の
見
聞
に
基
づ
き
、

仁
寿
元
年
（
八
五
四
）
円
仁
は
『
天
台
大
師
供
祭
文
』『
天
台
大
師
忌
次
第
式
』 

を
撰
述
し
、
こ
れ
を
始
修
し
て
い
る
。
現
在
も
「
天
台
大
師
御
影
供
」
と
し
て
天

台
大
師
の
命
日
一
一
月
二
四
日
に
修
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
綱
は
円
仁
の
次
第

式
に
基
づ
い
て
い
る
。

⑹
「
舎
利
会
・
文
殊
八
字
法
・
七
仏
薬
師
法
の
始
修
」
に
つ
い
て
は
、「
舎
利

会
」
は
五
台
山
や
長
安
で
の
舎
利
供
養
の
見
聞
及
び
仏
舎
利
の
将
来
に
よ
り
、
貞

観
二
年
（
八
六
〇
）
法
華
総
持
院
に
て
始
行
し
て
い
る
。「
文
殊
八
字
法
」
に
つ

い
て
は
、
文
殊
八
字
の
真
言
を
将
来
し
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
仁
明
天
皇
の

聖
体
不
予
の
た
め
修
し
て
い
る
。「
七
仏
薬
師
」
に
つ
い
て
は
、
嘉
祥
三
年
清
涼

殿
に
て
こ
れ
を
修
し
て
い
る
。

二
「
比
叡
山
諸
堂
の
創
建
と
整
備
」
の
⑴
「
根
本
観
音
堂
の
創
建
」
に
つ
い
て

は
、
帰
国
の
翌
年
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
に
創
建
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
縁
起
に

つ
い
て
は
入
唐
求
法
の
遣
唐
船
難
破
の
折
、
観
音
を
念
じ
た
と
こ
ろ
毘
沙
門
天
が

現
じ
て
無
事
着
岸
し
た
と
い
う
霊
験
か
ら
、
聖
観
音
と
毘
沙
門
天
を
本
尊
に
祀
っ

た
と
伝
え
て
い
る
。
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
は
、
長
安
で
密
教
持
念
の
師
匠
を
示
さ

れ
た
事
へ
の
感
謝
を
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

⑵
「
法
華
総
持
院
の
建
立
と
熾
盛
光
法
の
始
修
」
に
つ
い
て
は
、
文
徳
天
皇
の

即
位
に
際
し
、
円
仁
が
奏
聞
し
て
総
持
院
の
建
立
と
熾
盛
光
法
の
奉
修
が
勅
許
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
円
仁
の
奏
聞
は
、
長
安
の
密
教
道
場
青
龍
寺
が
勅
置
の

天
子
本
命
道
場
で
あ
り
、
常
に
熾
盛
光
法
を
修
し
て
い
た
こ
と
の
見
聞
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
は
、
現
在
も
比
叡
山
延
暦
寺
や
青
蓮
院
に
お
い
て
伝
承
さ

れ
て
い
る
。

⑶
「
文
殊
楼
院
（
常
坐
三
昧
院
）
の
創
建
」
に
つ
い
て
は
、
五
台
山
よ
り
将
来

し
た
土
石
を
壇
の
五
方
に
埋
め
て
建
立
し
、
さ
ら
に
五
台
山
よ
り
将
来
し
た
「
柴

木
一
条
」
を
文
殊
像
の
胎
内
に
納
め
て
本
尊
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
円
仁
は
、
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五
台
山
の
文
殊
信
仰
を
比
叡
山
に
も
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑷
「
赤
山
禅
院
の
創
建
」
に
つ
い
て
は
、
円
仁
の
遺
戒
に
基
づ
き
円
仁
滅
後
の

仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
諸
弟
子
ら
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
円
仁

の
遺
戒
に
よ
れ
ば
、
円
仁
入
唐
求
法
の
障
礙
な
き
こ
と
の
冥
護
は
赤
山
神
の
御
陰

で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を
比
叡
山
に
勧
請
し
た
の
で
あ
る
。

三
「
比
叡
山
に
お
け
る
円
仁
将
来
物
の
保
存
」
に
つ
い
て
は
、
円
仁
の
遺
戒
に

よ
っ
て
真
言
密
教
の
典
籍
は
法
華
総
持
院
の
真
言
蔵
に
納
め
、
顕
教
典
籍
は
寺
家

の
経
蔵
（
根
本
経
蔵
）
に
納
め
る
こ
と
と
し
、
真
言
蔵
は
後
に
前
唐
院
に
収
納
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
比
叡
山
南
渓
蔵
に
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
と
建
暦
二
年

（
一
二
一
二
）
の
二
目
録
が
あ
り
、
円
仁
将
来
典
籍
の
保
存
状
況
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
円
仁
の
入
唐
求
法
の
成
果
を
知
る
上
で
著
作
も
見
落
と
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
帰
国
後
、『
金
剛
頂
大
教
王
経
疏
』
七
巻
、『
蘇
悉
地
羯
羅
経
略
疏
』
七
巻
、

『
顕
揚
大
戒
論
』
八
巻
な
ど
を
撰
述
し
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
多
数
修
学
の
成
果

を
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
著
作
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（1
）  

現
在
天
台
宗
で
行
わ
れ
て
い
る
勤
行
儀
を
網
羅
し
た
も
の
で
、
体
裁
は
折
本

で
あ
り
、
表
面
は
「
法
華
懺
法
」「
例
時
作
法
」「
十
二
礼
讃
」「
三
句
念
仏
」

「
回
向
段
」「
伝
教
大
師
ご
法
語
」「
恵
心
僧
都
ご
法
語
」、
裏
面
は
「
勤
行
作
法

第
一
式
」「
勤
行
作
法
第
二
式
」「
勤
行
作
法
第
三
式
」「
諸
尊
真
言
」「
天
台  

大
師
和
讃
」「
伝
教
大
師
和
讃
」「
叡
山
流
詠
讃
歌
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）  

『
仏
説
超
日
明
三
昧
経
』（『
大
正
蔵
』
一
五
巻
、
五
三
二
ａ
）
に
「
処
世
間

如
虚
空　

若
蓮
花
不
著
水　

心
清
浄
超
於
彼　

稽
首
礼
無
上
聖
」
と
あ
る
。

（
3
）  

『
台
宗
課
誦　

坤
』（
比
叡
山
延
暦
寺
学
問
所
、
一
九
八
四
年
）
一
頁
に
よ
る

と
、「
古
来
例
懺
の
読
音
は
漢
音
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
発
音
が
純
粋
の
漢

音
で
は
な
く
、
新
羅
音
も
入
っ
て
こ
れ
ら
の
音
が
渾
然
と
融
合
し
た
特
殊
な
音

と
さ
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
部
分
に
新
羅
音
が
用
い
ら  

れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。

（
4
）  

『
阿
娑
縛
抄
』、『
前
唐
院
第
一
御
厨
子
宝
物
目
録
』、『
金
剛
界
大
法
対
受
記
』

の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
法
照
の
こ
と
を
法
道
と
称
し
て
い
る

事
例
が
あ
る
。

（
5
）  

西
村
冏
紹
「『
例
時
作
法
』
成
立
考
」（『
天
台
学
報
』
第
二
〇
号
）
六
一
頁

に
よ
れ
ば
、「
例
時
」
の
語
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
九
月
一
五
日
に
慶
滋
保

胤
が
草
し
た
横
川
二
十
五
三
昧
の
『
起
請
八
箇
条
』
の
第
五
「
可
二

結
衆
病
間

結
番
瞻
視
一

事
」
の
中
に
「
毎
レ

至
二

日
没
一

必
勤
二

例
時
一

。」（『
恵
心
僧
都
全  

集
』
第
一
、
三
五
三
頁
）
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）  

『
浄
土
五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
四
八
八
ｂ
）
に
は
、

「
歎
二

西
方
浄
土
一

五
会
妙
音
讃　

第
一
会
時
除
二

乱
意
一

。
第
二
高
声
遍
二

有
縁
一

。

第
三
響
颺
能
二

裏
（
哀
カ
）雅

一

。
第
四
和
鳥
（
鳴
カ
）真
可
レ

憐
。
第
五
震
動
天
魔
散
。」
と
あ
り
、

本
文
に
挙
げ
た
「
第
一
会
平
声
緩
念 

南
無
阿
弥
陀
仏
。
第
二
会
平
上
声
緩
念 

南
無
阿
弥
陀
仏
。
第
三
会
非
緩
非
急
念　

南
無
阿
弥
陀
仏
。
第
四
会
漸
急
念　

南
無
阿
弥
陀
仏
。
第
五
会
四
字
転
急
念　

阿
弥
陀
仏
。」
に
対
応
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
7
）  

佐
藤
哲
英
「
前
唐
院
見
在
書
目
録
に
つ
い
て
│
慈
覚
大
師
将
来
仏
典
は
如
何

に
伝
持
さ
れ
た
か
│
」（
福
井
康
順
編
『
慈
覚
大
師
研
究
』
天
台
学
会
、
一
九

六
四
年
）
一
〇
九
頁
。

（
8
）  

「
昔
斯
那
国
法
道
和
上
現
身
往
二

極
国
一

。
親
聞
二

水
鳥
樹
林
念
仏
之
声
一

以
伝
二

斯
那
一

。
慈
覚
大
師
入
二

五
台
山
一

学
二

其
音
曲
一

以
伝
二

睿
山
一

。
此
有
二

長
声
二
声

合
殺
五
声
一

。」（『
大
正
蔵
』
七
五
巻
、
一
七 

九
ａ
│
ｂ
）

（
9
）  

同
様
の
記
事
は
寛
平
入
道
撰
『
慈
覚
大
師
伝
』
に
も
「
来
五
月
甘
露
八
日
、

奉
二│

為 

聖
朝
一

、
修
二

潅
頂
法
一

。（
中
略
）
至
二

于
此
日
一

、
初
修
二

潅
頂
一

。
即
令
三

内
蔵
寮
供
二

一
千
僧
一

也
。
詔
二

参
議
左
大
弁
伴
宿
禰
善
男
一

検
二│

校
其
事
一

。
受
二

三
昧
耶
戒
一

者
、
一
千
余
人
。
於
レ

是
大
師
及
山
衆
、
各
抗
レ

表
奉
賀
。」（『
続
天

台
宗
全
書
』
史
伝
二
、
六
七
頁
下
）
と
あ
り
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

（
10
）  
こ
の
こ
と
は
、『
天
台
霞
標
』
五
編
巻
之
一
に
も
、「
天
皇
屈
二

円
仁
於
冷
泉

院
一

、
受
二

両
部
潅
頂
一

。」（『
日
仏
全
』
第
四
二
、
一
〇
中
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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（
11
）  

天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
以
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
天
台
南
山
無
動
寺

建
立
和
尚
伝
』
に
よ
る
と
、
相
応
が
二
五
歳
の
時
、
師
の
円
仁
が
相
応
を
良
相

の
身
代
わ
り
と
し
て
得
度
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
続
天
全
』
史
伝

部
二
、
一
二
一
頁
）。
ま
た
、
こ
の
伝
記
に
よ
る
と
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）

に
文
徳
天
皇
の
女
御
で
右
大
臣
藤
原
良
相
の
女
藤
原
多
可
幾
子
（
│
八
五
八
）

が
重
病
に
罹
っ
た
際
、
良
相
が
書
信
を
円
仁
に
送
り
、
相
応
の
力
を
請
う
て
い

る
。
相
応
は
こ
の
時
一
二
年
籠
山
中
で
あ
っ
た
が
、
円
仁
の
「
八
福
田
中
看
病

第
一
。
結
縁
内
師
檀
尤
深
。」
と
の
言
葉
に
従
い
、
下
山
し
西
山
三
条
御
殿
に

て
多
可
幾
子
に
憑
い
た
悪
霊
を
屈
伏
さ
せ
た
こ
と
が
相
応
の
験
を
顕
し
た
最
初

と
伝
え
て
い
る
。

（
12
）  

佐
伯
有
清
『
慈
覚
大
師
伝
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
二
九

二
│
二
九
五
頁
に
よ
る
と
、
高
向
公
輔
は
還
俗
前
円
仁
よ
り
潅
頂
を
受
け
、
悉

曇
を
伝
授
さ
れ
た
湛
契
と
い
う
僧
侶
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
13
）  

武
覚
超
『
比
叡
山
仏
教
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
│
二
三

頁
。

（
14
）  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
天
台
霞
標
』
五
編
巻
之
一
に
も
「
嘉
祥
三
年
二
月
甲

子
、（
中
略
）
又
請
二

天
台
宗
座
主
、
前
入
唐
請
益
伝
灯
大
法
師
位
円
仁
、
及
定

心
院
十
禅
師
等
一

於
二

仁
寿
殿
一

、
令
レ

修
二

文
殊
八
字
法
一

。」（『
日
仏
全
』
第
四

二
、
一
〇
頁
上
）、『
阿
娑
縛
抄
』
巻
第
一
百
一
に
、「
扶
桑
略
記
云
、 

嘉
祥
三

年
二
月
甲
子
日
、
請
二

天
台
座
主
前
入
唐
請
益
伝
灯
大
法
師
位
円
仁
及
定
心
院

十
禅
師
等
一

、
於
二

仁
寿
殿
一

令
レ

修
二

文
殊
八
字
法
一

。」（
同
、
第
五
八
、
三
一
五

頁
中
）
と
あ
り
、
同
様
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）  

法
華
総
持
院
の
創
建
に
つ
い
て
は
、
武
覚
超
『
比
叡
山
諸
堂
史
の
研
究
』

（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
四
頁
に
よ
れ
ば
、『
阿
娑
縛
抄
』、『
山
門
堂

舎
』、『
九
院
仏
閣
抄
』
に
基
づ
き
、
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
円
仁
が
入
唐
中
に

見
聞
し
た
唐
都
長
安
青
龍
寺
の
鎮
国
道
場
の
形
態
を
模
し
、
天
台
密
教
の
根
本

道
場
と
し
て
十
カ
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

（
16
）  

「
又
山
上
有
二

文
殊
堂
一

、
慈
覚
大
師
所
二

造
立
一

也
。
文
殊
所
レ

乗
師
子
足
下
之

土
者
、
五
台
山
文
殊
化
現
師
子
所
レ

蹈
之
跡
也
。
而
高
楼
焼
亡
、
灰
燼
多
積
。

師
子
跡
土
、
混
沌
難
レ

弁
。
和
尚
移
二

文
殊
楼
之
昔
跡
一

。
建
二

虚
空
蔵
之
峻
嶺
一

。

雖
レ

造
二

師
子
一

、
無
二

足
下
土
一

。
在
在
諸
徳
、
皆
長
太
息
。
和
尚
開
二

一
篋
一

中

出
二

一
裹
物
一

。
其
上
銘
二

五
臺
師
子
跡
土
也
一

。
是
又
大
師
入
唐
之
時
所
二

取
得
一

也
。
如
レ

旧
以
二

其
土
一

、
置
二

師
子
足
下
一

。
芳
縁
之
至
、
見
者
嘉
歎
。」（『
続
天

全
』
史
伝
部
二
、『
慈
恵
大
僧
正
伝
』
一
九
五
頁
上
│
下
）

　
　
　

ま
た
、『
慈
恵
大
僧
正
拾
遺
伝
』（『
続
天
全
』
史
伝
部
二
、
二
〇
五
頁
上
）

に
は
、「
同
（
安
和
）
二
年
己
巳
造
二

文
殊
楼
一

。
元
立
二

講
堂
場
内
一

。
以
二

其
甍

宇
相
連
非
常
可一レ
畏
故
、
別
古
勝
地
所
二

建
立
一

也
。」
と
あ
り
、
安
和
二
年
（
九

六
九
）
に
良
源
が
新
た
に
文
殊
楼
を
建
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
17
）  

前
掲
書
13
、
五
八
頁
。

（
18
）  

同
右
、
一
〇
五
頁
。

（
19
）  

前
掲
論
文
7
。

（
20
）  

前
掲
書
13
、
五
二
│
一
〇
五
頁
。


